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はじめに 

 

広い大地と海、豊かな自然の中で子どもたちが明るく、のびの

びと育ち、心豊かでたくましく成長することは、町民全ての願い

です。 

平成 15 年 7 月に公布された「次世代育成支援対策推進法」に

より、国をあげて次世代育成支援に取り組むことになり、子育て

中の人や町民の皆さんが家庭における子育てを基本として地域

全体で子育ての環境づくりを進める気運が高まりました。 

こうした中、厚岸町におきましては、出生数が年々減少傾向に

あり、少子化が進行しているという課題を踏まえながら、平成

17 年 3 月に「厚岸町次世代育成支援行動計画」を作成し、平成

21 年度までの前期計画の中で、「生み育て・支え合い・あんしん・あっけし」を計画の目指す方

向性として定め、21 世紀の厚岸を担う子どもたちが健やかに育つよう、支援体制や環境づくりを

進めてまいりました。 

この度策定いたしました後期計画では、平成 22 年度からの 5 年間を計画期間として、前期計画

の基本理念を継承し、平成 26 年度における目標を実現し、地域全体が喜びを感じながら子育てに

関われる地域づくりを進めていくこととしています。 

今後も、行政のみならず、町民、民間事業者、ボランティア組織など様々な推進主体が協働して

次世代育成支援対策に取り組んでまいりたいと考えておりますので、皆さまの一層のご理解とご協

力をお願いいたします。 

                                       

                                                              平成 22 年 3 月     

 

                                                        厚岸町長 若 狹  靖 
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第１章 計画の策定にあたって  

 

１ 計画策定の背景および趣旨 

深刻な少子化・高齢化が進む中、国では少子化対策を総合的に講じるために、その理念を定

める「少子化社会対策基本法」が成立し、国と地方公共団体に少子化対策実施の責務や企業に

協力の責務を課す「次世代育成支援対策推進法」と、全ての子育て家庭支援のため、地域にお

ける子育て支援の強化を図る視点から「児童福祉法の一部改正」など、総合的な少子化対策を

推進してきました。 

しかしながら、法制定後も少子化の傾向は続き、平成 17 年にはわが国として初めて総人口

が減少に転じたことに加え、出生数 106 万人、合計特殊出生率 1.26 と、いずれも過去最低

を記録するなど、想定を上回るペースで少子化が進行してきました。 

こうした事態を受け、国では平成 18 年 6 月には「新しい少子化対策について」、さらには

平成 19 年 12 月には「子どもと家族を応援する日本」重点戦略をそれぞれ決定、とりまとめ

るなど、少子化対策の抜本的・重点的な拡充・強化に取り組んでいます。 

厚岸町では、これまでも「第４期厚岸町総合計画」等の計画に基づき、子育て支援に関する

各種施策を実施してきました。また、平成１７年３月には「厚岸町次世代育成支援行動計画（前

期計画）」を策定し、「生み育て・支え合い・あんしん・あっけし」を基本理念に掲げ、重点

的かつ総合的に子育て支援策などの次世代育成支援対策を推進してきました。 

子どもを取り巻く環境変化については、近年における少子化や核家族化の進行などといった

代表的なものに加え、新たに経済状況の悪化や情報の氾濫など、子どもたちの育ちに様々な影

響を及ぼす新たな社会問題も加わり、さらに複雑化した社会の中で、しっかり将来を見据え、

今できること、今やるべきことを着実に推進していく必要が生じています。 

そのため、厚岸町では、子どもや子育て家庭を取り巻くこうした環境の変化や、それに伴う

子育て支援ニーズ等の変化に対応した、より効果的で実効性のある計画とするため、現在の計

画を見直し、新たに『厚岸町次世代育成支援行動計画（後期計画）』を策定することとしまし

た。 
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２ 計画の位置付け 

この計画は、次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）第 8 条第 1 項の規定

に基づき策定しました。 

 

（１）法的位置づけ 

本計画は、次世代育成支援対策推進法第 8 条に基づく「市町村行動計画」の後期計画とし

て策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体の計画策定にあたっては、次世代育成支援対策推進法第 7 条に基づく「行動計画策定

指針」（平成 21 年 3 月）を踏まえています。 

 

（２）厚岸町計画体系における位置づけ 

本計画は、「第５期厚岸町総合計画（平成 2２年度～3１年度）」を上位計画とし、厚岸町

における児童福祉、母子保健・医療、教育関係などの子ども・子育てに関する諸施策を総合

的に進めるための計画として位置づけられるものです。 

また、北海道の「次世代育成支援行動計画」や町の「第３期厚岸町障がい者基本計画」、

町民がつくる健康なまちづくり計画「みんなすこやか厚岸２１」等の関連個別計画と調和の

保たれたものとなっています。 

 

３ 計画の対象 

この計画は、すべての子どもとその家庭、地域、企業、行政等すべての個人、団体が対象と

なります。なお、この計画において「子ども」とは、18 歳未満とします。 

 

 

 

第８条 市町村は、行動計画策定指針に即して、５年ごとに、当該市町村の事務及び

事業に関し、５年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児

及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環

境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確

保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に

関する計画（以下「市町村行動計画」という。）を策定するものとする。 

次世代育成支援対策推進法 
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４ 計画の期間 

本計画は、平成１７年度からの５年間を前期計画とし、前期行動計画の見直しを平成２１年

度に行い、平成２２年度からの５年間の後期計画を定めることとします。 

 

平成（年度） 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

          

前期計画（5 年間）      

    見 直 し 後期計画（5 年間） 

 

５ 計画の策定体制 

（１）「厚岸町次世代育成支援対策推進協議会」の設置 

本計画の策定にあたっては、町行政関係者、保健医療関係者及び福祉団体等関係者の 15

人で構成する「厚岸町次世代育成支援対策推進協議会」（以下「推進協議会」という。）を設

置し、審議を行いました。 

 

（２）行政機関内部の体制 

厚岸町では、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的な推進を図るため、担当する庁内各

課で事業の評価を行い、行動計画策定を進めました。 

 

（３）町民の意見反映 

計画の策定にあたっては、広く町民の意見を反映させるため、推進協議会を設置し、町民

の参画を行うとともに、アンケートによるニーズ調査を行いました。 

また、女性団体連絡協議会やボランティア連絡協議会、母親クラブなどと懇談会を行い、

町民からの意見を求める場をつくり、計画策定に反映させました。 
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第２章 子育て環境・施策の現状と今後の課題  

第１節 厚岸町における子育て環境の現状 

１ 人口構造 

（１）総人口と年少人口 

厚岸町の人口は減少基調で推移しており、また年少（0～14 歳）人口も一貫して減少し

ており、昭和 60 年の 15,417 人から平成 17 年には 11,525 人へと約 3,900 人の減少

となっています。 

総人口に占める年少人口（0～14 歳）比率でみると、減少傾向はより顕著であり、昭和

60 年の 23.１％から平成 17 年には 13.9％にまで減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査      

年少人口の比率を、北海道や全国の水準と比較するとやや高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査      
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（２）年齢別人口比率 

年齢別人口比率について性別にみると、男女ともに 20～39 歳が全国水準や北海道水準

に比べ低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 17年）    
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２ 結婚と出産 

（１）女性の有配偶率 

女性の有配偶率についてみると、20～39 歳といった比較的出産の多い年代において本町

の女性の有配偶率は高水準にあり、中でも 25～29 歳については、全国水準・北海道水準

を 10 ポイント以上、上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 17年）    

（２）出生率 

出生率（人口千人当たりの出生児数）についてみると、増減を繰り返しながらも減少傾向

で推移しており、平成 19 年で 8.６となっています。 

平成 18 年、平成 19 年は全国水準に比べて低いものの、北海道水準よりは高くなってい

ます。 
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資料：人口動態統計、町資料より算出   

女性の年代別有配偶率

66.5%

75.5% 77.1%

82.7% 83.9% 84.8%

78.5%

71.0%

61.5%

46.7%

53.5%

25.1%

14.7%

0.7%

18.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 75～79 80～84 85歳以上

全国

北海道

厚岸町



第１部 総論 

-   - 9 

（３）合計特殊出生率 

合計特殊出生率についてみると、一貫して全国水準・北海道水準を上回っており、平成

19 年で 1.70 となっています。 

合計特殊出生率が比較的高水準にあるのは、女性の 20～39 歳の有配偶率が高水準にあ

ることが大きく影響しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計、町資料より算出 

３ 世帯構造 

（１）世帯の状況 

世帯の状況をみると、6 歳未満親族のいる一般世帯が 9.7％、６歳未満親族はいないが

18 歳未満親族のいる一般世帯が 16.2％で、18 歳未満親族のいる一般世帯が全国、北海道

水準よりも上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 17年）      

世帯の状況

10.5%

8.8%

9.7%

14.7%

13.7%

16.2%

74.7%

77.6%

74.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全国

北海道

厚岸町

6歳未満親族のいる一般世帯 
6歳未満親族はいないが18歳未満親族のいる一般世帯 
その他の一般世帯

合計特殊出生率

1.66

1.58
1.581.581.581.58 1.701.701.701.701.70
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（２）６歳未満のいる世帯の状況 

本町の一般世帯 4,316 世帯のうち、6 歳未満の子ども（567 人）のいる世帯は 419 世

帯であり、6 歳未満の 66.3％が夫婦と子どもからなる世帯です。 

6 歳未満の子どもの数をみると、核家族では平均 1.4 人で、３世代等の世帯における平均

1.3 人よりもやや多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 17年）    

 

 

 

 

 

 

 

 

6歳未満の暮らす世帯構造

男親と子供か
ら成る世帯

0.0%

女親と子供か
ら成る世帯

2.9%

３世代等
30.8%

夫婦と子供か
ら成る世帯

66.3%

6歳未満 18歳未満

4,316 11,414 567

419 1,879 567 1.4

290 1,121 395 1.4 1.9

夫婦と子供から成る世帯 278 1,079 379 1.4 1.9

男親と子供から成る世帯 － － － － －

女親と子供から成る世帯 12 42 16 1.3 2.5

129 758 172 1.3

平均子ども数（人）

３世代等

世帯数
（世帯）

世帯人員
（人）

6歳未満
人員
（人）

一般世帯

6歳未満がいる世帯

核家族
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４ 女性の就業状況 

女性の就業状況について年代別就業率としてみると、一旦就職するものの結婚等に伴い一時

的に離職するため 20 代・30 代の就業率が下がる、いわゆるＭ字曲線を描いていることがわ

かります。 

しかし、全国・北海道のＭ字曲線では就業率の片方のピークが 25～29 歳であるのに対し、

本町の場合にはそのピークが 20～24 歳となっています。つまり、全国・北海道では結婚等

による離職が 30 歳以降に顕著になるのに対し、本町ではそれが 25 歳以降であり、その分、

本町の女性の結婚年齢が若いことが想定され、こうした状況も本町の合計特殊出生率が高水準

にあることの大きな一因となっています。 

また、本町の女性の就業率は、全年代を通し、ほぼ一貫して全国水準・北海道水準よりも高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 17年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性の年代別就業率
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５ 保育サービスの状況 

（１）認可保育所の状況 

町内の認可保育所は、町立の真竜保育所、厚岸保育所、宮園保育所の３か所で、平成 15

年度から平成 20 年度までの認可保育所の入所児童数の推移を見ると、平成 1６年度以降は

少しずつ減少してきており、平成 20 年度の入所児童数は 177 人で、入所率は 77.0％で

待機児童はいません。 

開所時間は、早朝居残り保育事業を含めて７時 45 分～17 時 45 分までで、延長保育や

一時保育、休日保育等の特別保育事業は実施していません。 

真竜保育所と厚岸保育所の２か所で障がい児保育を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成15年度  平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

3 3 3 3 3 3

230 230 230 230 230 230
０歳 2 2 2 1 1 1
１歳 4 7 7 8 8 7
２歳 28 20 25 29 19 23
３歳 38 52 31 44 54 34
４歳 62 49 59 42 52 58
５歳 61 61 54 61 43 54
計 195 191 178 185 177 177

84.8 83.0 77.4 80.4 77.0 77.0
実施か所数 2 2 2 2 2 2
登録児童数（人） 2 3 4 3 3 0

障がい児保育

保育所数
保育所定員数

入所率（％）

入所児童数（人）

 

                                         資料：町資料    

認可保育園の入所児童数

2 2 2 1 1 1
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788774
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４歳
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２歳

１歳

０歳

（人）

195 191

178
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（２）へき地保育所の状況 

町内には、町立のへき地保育所が２か所あり、入所児童数は年々減少傾向となっています。 

入所児童数は、平成 15 年度には 42 人でしたが、平成 20 年度には 22 人と半減してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       資料：町資料 

 

（３）その他保育施設の状況 

町内には、その他保育施設として、片無去保育所と若松保育所２か所の私設保育所があり、

認可保育所やへき地保育所が設置されていない地区で、地域の方々により運営されています。 

 

 

 

 

                                       資料：町資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

入所児童数（人） 42 38 31 31 28 22

施設か所数（か所） 4 4 3 3 2 2

へき地保育所の入所児童数

42

38

31 31
28

22

0

10

20

30

40

50

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

入所児童数（人）

（人）

区分  平成15年度  平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

入所児童数（人） 12 8 14 7 12 10

施設か所数（か所） 2 2 3 2 3 2
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（４）放課後児童クラブの状況 

町内の放課後児童クラブは、児童館を利用して２か所で実施しています。 

登録児童数は、減少傾向となっており、平成 15 年度の 137 人から平成 20 年度では 104

人と 33 人の減少となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 資料：町資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後児童クラブの登録児童数
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６ 学校教育等の状況 

（１）小学校の状況 

町内の小学校は、平成１９年度まで 10 校でしたが、統廃合により平成 21 年度は６校設

置されており、うち２校は中学校が併設されています。 

平成 15 年度から平成 20 年度まで（各年度５月１日現在）の小学校児童数の推移を見る

と、小学校児童数は年々減少しており、平成 20 年度には 46 学級、560 人で、平成 15

年度の 53 学級、747 人に比べ 7 学級、187 人の減少となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                 資料：学校基本調査 

（２）中学校の状況 

町内の中学校は、平成 20 年度まで７校でしたが、統廃合により平成 21 年度は５校設置

されており、うち２校は小学校が併設されています。 

平成 15 年度から平成 20 年度まで（各年度５月１日現在）の生徒数の推移を見ると、年々

減少しており、平成 20 年度には 24 学級、338 人で、平成 15 年度の 29 学級、461 人

に比べ５学級、123 人の減少となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                資料：学校基本調査 

中学校生徒数の推移
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（３）幼稚園の状況 

町内には、民間の幼稚園が２か所あり、幼児教育が実施されています。 

また、預かり保育の実施や送迎バスの運行など、利用者に配慮した幼稚園運営が行われて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     資料：町資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼稚園の児童数の推移
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幼稚園か所数 2 2 2 2 2 2

定員数 175 175 175 145 145 145

入園児童数 54 71 71 61 63 62
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７ その他の子育て支援サービスの状況 

（１）子育て支援センターの状況 

厚岸保育所内で、子育て支援センター事業を実施しており、子育て家庭等に対する育児不

安等についての指導、子育てサークル等への支援などを通して、地域の子育て家庭に対する

育児支援を行っています。 

子育て支援センター事業の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     資料：町資料 

 

（２）児童館の状況 

町内には、２か所の児童館があり、季節的な行事、各種クラブ活動やいろいろな遊びを通

じ、年齢の異なる集団の中で心身共に健やかに育つような指導をしています。また、母親ク

ラブによるサークル活動なども行われています。 

 

 

 

                                         資料：町資料 

 

（３）ファミリーサポートセンターの状況 

育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者からなる相互援助活動で、社会福祉協

議会の事業として平成 21 年４月から始まっています。 

平成 21 年度の提供会員は６人、依頼会員は１人、提供・依頼会員は８人で、利用回数は

26 回となっています。 

 

 

 

区　分 平成15 年度 平成16 年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

１日平均利用者数（人） 98.0 97.4 93.2 88.0 82.9 77.0

施設数（か所） 2 2 2 2 2 2

 平成15年度  平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

子育て相談 （件） 58 60 166 41 66 43

（回） 149 171 241 244 244 244

（組） 1,005 1,594 1,625 1,523 1,583 2,165

（回） 12 10 12 12 12 12

（組） 109 92 223 161 145 179

（回） 12 8 11 12 12 12

（組） 91 101 113 119 120 150

（回） － 16 21 24 23 24

（組） － 113 106 122 174 206

（回） 3 7 6 4 3 4

（組） 44 69 97 59 29 57

サークル支援 （回） 2 1 2 1 2 2

ミニ講座

なかよしサロン

移動ルーム

親子遊び

絵本のひろば

平成21年度
提供会員数 （人） 6
依頼会員数 （人） 1
提供・依頼会員数 （人） 8
利用回数 回／年 26
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第２節 子育て施策の現状 

１ 前期計画の進捗管理について 

厚岸町では、前期計画の進捗状況の点検・評価を毎年度実施しています。 

 

２ 前期計画の進捗状況 

評価の対象とする施策は、前期計画における 86 事業と追加７事業です。 

平成 20 年度において、86 事業中 85 事業は計画どおりに実施されています。 

また、数値目標が設定されていた 4 事業については、平成 21 年度末においてはすべての指

標が目標を達成する予定で、概ね評価できる推進状況です。 

各事業の進捗状況は次表に示すとおりです。 

［進捗状況総括表］ 

№ 事  業  名 
H21 年度 

実施状況 

H21 年度 

実施見込 

H21 年度 

目標値設定 

01 認可保育所環境整備事業 実施 
入所児童数 

173 人 
定員 230 人 

02 へき地保育所環境整備事業 実施 
入所児童数 

17 人 
 

03 障がい児保育事業 実施 ２か所  

04 早朝居残り保育事業 実施 
利用者数 

101 人 
 

05 無認可保育所設置助成事業 実施 ２か所  

06 児童手当の支給 実施 
支給児童数 

延べ 10,776 人 
 

07 就学援助費の支給 実施 
認定児童生徒数 

137 人 
 

08 就園奨励費の支給（幼稚園） 実施 
支給園児数 

59 人 
 

09 
放課後児童健全育成事業 

（放課後児童クラブ） 
実施 

２か所 

115 人 
２か所 

10 子育て支援センター事業 実施 １か所 １か所 

11 子育て情報の提供 実施 
「生涯学習カレンダー」の配

布回数  12 回 
 

12 民生委員・児童委員活動 実施 
総会、定例会、研修会 

12 回 
 

13 
児童館運営事業 

（児童クラブを含む） 
実施 児童館２館  

14 地域組織の育成 実施 母親クラブ数２  

15 保健福祉体験学習 実施 
保健福祉体験学習実施人数

56 人 
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№ 事  業  名 
H21 年度 

実施状況 

H21 年度 

実施見込 

H21 年度 

目標値設定 

16 巡視・補導活動事業 実施 
・月例巡視・補導業務 30回 

・特別巡視・補導業務６回 
 

17 厚岸町少年の主張大会 実施 出場校数 ５校  

18 人形劇公演/青少年芸術鑑賞 実施 
・小中学生芸術鑑賞事業２回 

・人形劇鑑賞事業２回 
 

19 
厚岸町小中高児童生徒連絡協

議会 
実施 ４回  

20 
わんぱくパワー春の陣・駅伝

大会 
実施 

乗馬体験・スキー体験学習を

実施 
 

21 
厚岸町障害者(児)ふれあいフ

ェスティバル 
実施 

発表参加団体 35 団体 

参加者 500 人 
 

22 保育所地域活動事業 実施 12 回  

23 
高齢者と少年少女ふれあいの

つどい 
実施 

異 世 代 交 流 事 業 の 開 催   

３回 
 

24 
母子健康手帳の交付及び妊婦

一般健康診査事業 
実施 

・母子手帳交付数 75 人 

・妊婦健診受診者数 75人 
 

25 もうすぐパパママ教室 実施 
パパママひろばに名称変更

実施４回 
 

26 妊産婦･新生児･乳児訪問事業 実施 
・妊産婦訪問数 75 人 

・新生児・乳児訪問数 75人 
 

27 先天性股関節脱臼検査 実施 受診者数 70 人  

28 乳幼児健康診査事業 実施 

・乳児健康診査受診者数 

120 人 

・幼児健康診査受診者数 

160 人 

 

29 歯科検査及びフッ素塗布事業 実施 
受診者数 

（延べ）200 人 
 

30 妊婦･子育て相談事業 実施 

・妊産婦相談者数 

（延べ）200 人 

・乳幼児相談者数 

（延べ）300 人 

 

31 
あかちゃん相談・わが家のホ

ープ 
実施 

４ヶ月児相談者数 70 人 

７ヶ月児相談者数 75 人 
 

32 
産じょく期ハイリスク早期支

援事業 
実施 

・妊産婦訪問数     75 人 

・新生児・乳児訪問数 75人 
 

33 保育所調理担当者会議 実施 

・給食運営会議 12回 

・調理員研修会 

（食品衛生講習含む）２回 

 

34 妊婦・乳幼児栄養指導 実施 

・栄養相談・指導実施回数 

12 回 

・離乳食の試食 ２回 
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№ 事  業  名 
H21 年度 

実施状況 

H21 年度 

実施見込 

H21 年度 

目標値設定 

35 
保育所栄養士による栄養改善

事業･親と子の料理教室 
実施 

・食育だよりの発行 

毎月１回 

・食育体験事業:健康まつり

「腕前ひろう」の参加  

１回 

・食育体験事業：「野菜を食

べる」 ２回 

 

36 
学校栄養職員による食指導の

実施 
実施 ４回（小学校）  

37 思春期ふれあい体験学習 実施 

・高校での実施回数 

（思春期事業含む） 

２校で計 6回 

・中学校での思春期授業実施 

真龍中学校全学年 

 

38 
中高生喫煙防止推進モデル事

業 
実施 喫煙防止教室実施校６校  

39 予防対策事業 実施 

1 歳６カ月児まで予防接種を

終了している児の割合 

３種混合 95％ 

麻しん  95％ 

 

40 乳幼児等に係る医療費の助成 実施 
就学前（入院、通院） 

小学生（入院） 
 

41 
親業学習会/親業訓練入門講

座 
未実施 「子育て講話」事業に統合  

42 
新入学児童保護者説明会「子

育て講話」 
実施 

新入学児童保護者説明会 

２回 
 

43 農業後継者対策 実施 
農業後継者 成婚 

３組 
 

44 
ティームティーチング、少人

数指導の実施 
実施 

・ティームティーチング 

実施校      １校 

・少人数指導実施校 ３校 

 

45 総合的な学習の時間の支援 実施 職場体験支援リスト 更新  

46 移動図書館バスの運行 実施 112 回運行  

47 
スクールカウンセラー、心の

教室相談員の配置 
実施 

・スクールカウンセラー配置

校      ２校 

・心の教室相談員  中止 

 

48 村山市・厚岸町子ども交流会 実施 
交流事業の実施場所  

村山市 
 

49 学校版ＩＳＯ 実施 
町内小中学校認定校数 

全校 
 

50 
スポーツ少年団認定員養成講

習会のＰＲ・推奨 
実施 

スポーツ少年団認定員 

     ０人 
 

51 学校改築の実施 未実施 事業完了  

52 幼児教育支援事業（運営支援） 実施 
幼稚園運営費補助金額（1 園

あたり）370,000 円 
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№ 事  業  名 
H21 年度 

実施状況 

H21 年度 

実施見込 

H21 年度 

目標値設定 

53 ブックスタート事業 実施 11 回  

54 
生涯学習講演会・子育て学習

講座 
実施 生涯学習講演会 １回  

55 生き生きサロン事業 実施 ふれあい会食会 12 回  

56 食文化のまちづくり事業 実施 

ﾎｰﾑｸｯｷﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ講習 

料理講習 2回、 

食品衛生講習 1回 

 

57 読み聞かせボランティア 実施 31 回  

58 水泳教室 実施 

・幼児対象 

（延べ）292 人 

・小中学生対象 

（延べ）585 人 

 

59 親子スケート教室 実施 参加者数 10 人  

60 幼年・少年消防クラブ活動 実施 ２団体 ７回行事実施  

61 少年団活動 実施 ９団体  

62 環境浄化活動 実施 町内の巡回監視  

63 町営住宅の公募 実施 

広報誌による募集４回 

防災無線、新聞による募集 

各１回 

 

64 シックハウス対策の推進 実施 
室内空気環境測定回数 

１回 
 

65 生活道路の整備 実施 

・町道整備  2,026m 

・町道舗装補修事業 571m 

・直営による道路補修 30km 

 

66 
公共建築物のユニバーサルデ

ザインの推進 
実施 施設増築、改修時実施  

67 公園憩いの広場整備事業 未実施 事業完了  

68 社会を明るくする運動 実施 啓発事業の実施  １回  

69 
男女共同参画プラン推進協議

会 
実施 

女性団体連絡推進協議会へ

の支援   ３回 
 

70 
ファミリーサポートセンター

事業 
実施 

１か所 

会員数 16 人 
１か所 

71 院内託児所の設置 実施 
入所児童数（年平均） 

4.4 人 
 

72 交通安全教室 実施 

月２回４季節等主要交差点

街頭啓発 56 回 

小学校入学式の交通安全啓

発    １回 

交通安全教室（小学校） 

９回 

 

73 
チャイルドシートの貸し出し

事業 
実施 

貸出件数  55 件 

広報活動  １回 
 

74 町防犯協会への支援 実施 
特別歳末ﾊﾟﾄﾛｰﾙ ２回 

防犯活動支援  ５回 
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№ 事  業  名 
H21 年度 

実施状況 

H21 年度 

実施見込 

H21 年度 

目標値設定 

75 防犯灯・街路灯の管理 実施 
・防犯灯、街路灯の維持管理 

・道路照明整備事業 
 

76 子ども１１０番 実施 厚岸・浜中加盟店 41 店  

77 
児童虐待予防ケアマネジメン

トシステム事業 
実施 

虐待予防スクリーニング受

相率   85％ 
 

78 
ひとり親家庭等に係る医療費

の助成 
実施 

子ども（入院、通院） 

親  （入院） 
 

79 
母子通園センター事業・児童

デイサービス支援 
実施 

利用児童数 33人 

利用日数 延べ 1,714 日 
 

80 運動発達健診事業 実施 
子ども発達健診  

受診者０人 
 

81 児童居宅介護支援 実施 
利用者数  １人 

利用時間 79 時間  
 

82 
障がい児(者)に係る交通費の

助成 
実施 交付者数 81 人  

83 
障がい児(者)に係る医療費の

助成 
実施 重度（入院、通院）  

84 ことばの教室 未実施 

言語治療に関する専門的な

知識を持つ教員が町内の小

中学校に在籍していないた

め、事業中止 

 

85 特別支援教育推進事業 実施 配置校数 ３校  

86 レスパイトサービス事業 実施 ５回  

追加 通学合宿 実施 ５泊６日 １回  

追加 すくすくひろば「子育て講座」 実施 
・子育て講座   ４回 

・離乳食の試食  ２回 
 

追加 子育てお助けブック配布事業 実施 図書配布状況 70 冊  

追加 妊婦健康診査通院支援事業 実施 助成見込み 82 件  

追加 出産祝金の支給 実施 助成見込み 15 件  

追加 保育所・幼稚園保育料助成 実施 助成見込み 49 件  

追加 子育て応援特別手当 実施 平成 20 年度版 156 人  
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第３節 アンケート調査からみた現況と課題 

【アンケート調査実施概要】 

区  分 調 査 対 象 
回収状況 

回 収 率 
調査期間 調査方法 

就学前児童 

保護者調査 

就学前の児童を持つ保

護者全員（304世帯） 

168件 

(55.3％) 
平成 21年 

6月 18日～7月 3日 
郵 送 

小学生児童 

保護者調査 

小学校１年生から小学

校６年生の児童を持つ

保護者全員（330世帯） 

150件 

(45.5％) 

 

１ 家族の状況 

■ 子どもを預かってもらえる人の状況（ＭＡ1） 

子どもを預かってもらえる人の状況については、就学前、小学生ともに「緊急時もしくは用

事の際には祖父母等の親族に預かってもらえる」が最も多く、次いで「日常的に祖父母等の親

族に預かってもらえる」、「緊急時もしくは用事の際には子どもを預けられる友人・知人がいる」、

「日常的に子どもを預けられる友人・知人がいる」の順で、預かってもらえるあてがない方は

就学前で 8.9％、小学生で 10.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 MA：複数回答 

42.7

44.0

5.3

16.0

10.7

40.5

56.5

8.3

11.3

8.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

日常的に祖父母等の親族に預かってもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族
に預かってもらえる

日常的に子どもを預けられる友人・知人がい
る

緊急時もしくは用事の際には子どもを預けら
れる友人・知人がいる

いずれもない
就学前
小学生

就学前=168
小学生=150

自由意見自由意見自由意見自由意見からからからから    

・厚岸には知り合いが少ないので、サポートセンター制度があるのは大変心強いです。近所

（町内会などで）で、緊急の時に子供を預かってくれるような方がいるのがベストだと思

うのですが、どんな方がいらっしゃって、どんな事をお願いできるのかなどが分かる、お

付合いや仕組みが出来たらいいなとも思います。 

・地域全体が協力して子供達を育てる環境になってもらいたいです。預ける人がいない家庭

が多いのでもう少し親が働いている時間に子供をみてくれるサービスがあればとても助か

ります。 

懇談会意見懇談会意見懇談会意見懇談会意見からからからから    

・子育てする母親や家族の協力も必要である。自ら積極的に地域に入り込む姿勢を持つ必要

がある。（ボランティアグループ） 

・母親の健診、講演、行事の時の託児が欲しい。（子夢希児童館母親クラブ） 
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２ 子育て環境について 

■ 子育ての感想（ＭＡ） 

子育てに関しての感想としては、就学前は「自分の時間がとれず、自由がない」、「子育てに

お金がかかる」、「子どもの発育や健康、食事や栄養などが心配である」の順であり、小学生は

「子育てにお金がかかる」、「子どもの性格や癖などが心配である」、「保育所・幼稚園・学校な

どでの子どもの生活や交友関係に不安がある」の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

16.1

19.6

6.0

7.7

13.1

17.3

37.5

14.3

13.1

19.3

14.0

5.3

8.7

2.0

13.3

25.3

2.7

3.3

8.0

20.0

4.0

6.0

6.7

12.7

40.7

11.3

17.3

38.7

12.5

4.2

11.3

6.5

29.2

20.8

4.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

自分の時間がとれず、自由がない

夫婦あるいは家族との間で子育てに対する意見が合
わない

子育てに対する配偶者や家族の協力が得られない

子育ては親の責任といわれ、不安や負担を感じる

子育てに追われ、社会から孤立するように感じる

子どもの発育や健康、食事や栄養などが心配である

子どもの性格や癖などが心配である

子どもとの接し方やしつけの方法がわからない

子どもがぐずったり、反抗したりしたときの対応が
わからない

子どもが思うようにならないとき、つい手が出てし
まう

保育所・幼稚園・学校などでの子どもの生活や交友
関係に不安がある

子育てに関する不安や悩みを気軽に相談できる相手
が身近にいない

同じ年頃の子どもをもつ保護者同士の情報交換の場
がない

各種保育サービスや公共施設等の情報が入手しにく
い

仕事と子育ての両立が難しい

子育てにお金がかかる

子育てするには家が狭すぎる

特にない

就学前

小学生

就学前=168
小学生=150

【【【【課題課題課題課題】】】】    

安心して子育てできる環境のためには、地域全体で子育てを支援するしくみづくりと、すべ

ての子育て家庭を支援する保育サービスが必要です。 
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○前回調査（平成 15年調査）との共通事項の比較を示すと次のとおりである。 

 
就学前 小学生 

前回  今回 前回  今回 

自分の時間がとれず、自由がない 27.2%  38.7% 14.1%  19.3% 

夫婦あるいは家族との間で子育てに対する意見が合

わない 
4.4%  12.5% 3.1%  14.0% 

子育てに対する配偶者や家族の協力が得られない 10.0%  4.2% 7.9%  5.3% 

子どもの発育や健康、食事や栄養などが心配である 57.9％  29.2% 34.0%  13.3% 

子どもが思うようにならないとき、つい手が出てしま

う 
5.3%  16.1% 3.7%  8.0% 

保育所・幼稚園・学校などでの子どもの生活や交友関

係に不安がある 
20.3%  19.6% 36.6%  20.0% 

子育てに関する不安や悩みを気軽に相談できる相手

が身近にいない 
6.9%  6.0% 2.6%  4.0% 

特にない 18.1%  13.1% 17.8%  17.3% 

※表中の矢印は、前回調査からの変化の大小を示す。 
   ・5～10ポイント増加（  ）、10ポイント以上増加（  ） 
   ・5～10ポイント減少（  ）、10ポイント以上減少（  ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自由意見自由意見自由意見自由意見からからからから    

・子育て支援センターには、大変お世話になりとても有難かったです。参加するまで、なか

なか勇気が出ませんでしたが、知人から声をかけてもらい地方から嫁に来て、友人もいな

かったので、私自身も子供も知り合いが沢山出来て精神的な支えになりました。もっとも

っと宣伝しても良いのではと思います。 

・子育てに対する不安を解決できる場所もなく、保健師や助産師などの専門機関には相談し

にくく、してもきちんとした答えが返ってこない。又、年に何度か、離乳食や小児科医、

歯科医の催し物もあるが、毎年同じ内容で、為にならない。 

【【【【課題課題課題課題】】】】    

子育ての責任は親・家庭にあることが基本ですが、子育てに対する様々な負担感が高まって

おり、相談支援やネットワークづくりなど総合的な支援体制が必要です。 
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■ 子育て支援サービスの利用経験（ＭＡ） 

町で実施している子育て支援サービスの利用経験については、就学前は「子育て支援センタ

ー」が過半数で最も多く、「児童館」、「保育所、幼稚園、学校施設の開放」の順であったが、

小学生では、「児童館」が過半数で最も多く、「保育所、幼稚園、学校施設の開放」、「子育て支

援センター」の順となっています。 

平成 15 年調査と比較すると、「保育の情報・相談サービス」が 10 ポイント以上減少し、「子

育て支援センター」が 10 ポイント以上の大幅な増加となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○前回調査（平成 15年調査）との比較を示すと次のとおりである。 

 
就学前 小学生 

前回  今回 前回  今回 

保育の情報・相談サービス 34.7％  20.2％ 28.5％  6.0％ 

保育所、幼稚園、学校施設の開放   30.4％   37.3％ 

子育て支援センター 23.5％  55.4％ 9.0％  24.7％ 

町が発行している子育て情報誌   14.9％   8.0％ 

児童館 30.7％  31.0％ 60.5％  57.3％ 

※表中の矢印は、前回調査からの変化の大小を示す。 
   ・5～10ポイント増加（  ）、10ポイント以上増加（  ） 
   ・5～10ポイント減少（  ）、10ポイント以上減少（  ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0

37.3

24.7

8.0

57.3

0.0
0.0

31.0

14.9

55.4

30.4

20.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

保育の情報・相談サービス

保育所、幼稚園、学校施設の開放

子育て支援センター

町が発行している子育て情報誌

児童館

不明

就学前

小学生

就学前=168
小学生=150

自由意見自由意見自由意見自由意見からからからから    

・利用した事がないため、内容が分からないというのが現状ですが、良い物であるならば是

非利用したい。該当の家庭へダイレクトメールなどを配布頂けると大変有難いです。 

・私自身は身内が近くにおらず公的な支援に興味があり、実際利用させてもらっていますが、

周りにはそういうことがあることを知らない方もとても多く勿体なく感じています。もっ

と広くに知れ渡り、協力者も増えていくような分かり易い広報が必要ではないでしょうか。 

 

【【【【課題課題課題課題】】】】    

安心して子育てができる環境形成の重要な項目として、子育て情報の提供体制を整備するこ

とが必要とされます。 
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■ 育児の悩みや不安についての主な相談相手・相談場所（ＭＡ） 

主な相談相手や相談場所は、就学前では「親族（親やきょうだいなど）」「配偶者」「友人・

知人」の順であるが、小学生では、「友人・知人」、「親族（親やきょうだいなど）」「配偶者」

の順となっています。 

平成 15 年調査と比較すると、小学生では「配偶者」が約 10 ポイント減少し、「親族（親

やきょうだいなど）」、「友人・知人」と「近所の人」が大きく増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

1.8

0.6

4.8

1.8

0.0

11.9

1.8

0.6

1.2

62.7

68.7

5.3

69.3

29.3

21.3

0.7

3.3

4.0

0.0

0.7

4.0

0.7

0.0

6.7

1.3

0.7

2.0

11.9

1.8

17.3

38.7

60.7

6.0

76.2

72.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

配偶者

親族（親やきょうだいなど）

近所の人

友人・知人

子育て中の仲間

保育所・幼稚園・学校　

町の窓口

町の保健師

子育て支援センター

道の相談機関

保健所

医師・看護師

児童相談所

民生委員・児童委員、主任児童委員

インターネット

その他

相談相手がいない

相談すべきことはない

就学前

小学生

就学前=168
小学生=150
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○参考までに前回調査（平成 15年調査）との比較を示すと次のとおりである。 

 
就学前 小学生 

前回  今回 前回  今回 

配偶者 71.4％  72.0％ 72.3%  62.7% 

親族（親やきょうだいなど） 65.8％  76.2％ 55.9%  68.7% 

近所の人 
56.5％ 

 6.0％ 
60.0％ 

 5.3% 

友人・知人 60.7％ 69.3% 

子育て中の仲間 27.7％  38.7％ 27.2％  29.3% 

保育所・幼稚園・学校  20.5％  17.3％ 20.5%  21.3% 

町の窓口   1.8％   0.7% 

町の保健師   11.9％   3.3% 

子育て支援センター 7.4％  13.1％ 0.5%  4.0% 

道の相談機関 0.0％  1.8％ 0.0%  0.0% 

保健所 0.6％  0.6％ 0.0%  0.7% 

医師・看護師 3.3％  4.8％ 4.1%  4.0% 

児童相談所 0.9％  1.8％ 1.5％  0.7% 

民生・児童委員、主任児童委員 0.3％  0.0％ 0.0%  0.0% 

インターネット   11.9％   6.7% 

その他 0.3％  1.8％ 0.2%  1.3% 

相談相手がいない 1.2％  0.6％ 1.0%  0.7% 

相談すべきことはない 1.8％  1.2％ 5.1%  2.0% 

※表中の矢印は、前回調査からの変化の大小を示す。 
   ・5～10ポイント増加（  ）、10ポイント以上増加（  ） 
   ・5～10ポイント減少（  ）、10ポイント以上減少（  ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自由意見自由意見自由意見自由意見からからからから    

・本当に悩んでいる人は、自分からはなかなか人に相談できず、外に出る事も少なくなりが

ち。そういう人にもっと目を向けて欲しい。 

・今、発達障がいなどで相談する所が無く、学校の先生などに相談しても知識がとても不足

しているのと、きちんと勉強をしてきていて資格を持っている方は釧路で 1 人位です。き

ちんとした方に適切な助言や力になって頂ける方が必要だと思っていますし、これから、

こういう機関も大いに利用できるシステムが出来ればと思います。 

懇談会意見懇談会意見懇談会意見懇談会意見からからからから    

・育児が大変で相談などしたくても電話もできなかった。相談に来てではなく、訪問して欲

しかった。１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月は病院の健診、４ヶ月、７ヶ月は赤ちゃん相談がある

が、それらがない空白の月を訪問などの、フォローを受けられるようにして欲しい。（子

夢希児童館母親クラブ） 

課題課題課題課題    

子育ての様々な悩みや相談を気軽に受けられる相談窓口を充実させ、さらに専門的な相談へ

とつなげる体制が必要です。 
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■ 厚岸町の子育て環境評価（ＳＡ2） 

厚岸町は子育てしやすい町かどうかについては、就学前の 37.5％は肯定的評価（「そう思う」

と「どちらかというとそう思う」を合わせた割合）で、否定的評価（「どちらかというとそう

思わない」と「そう思わない」を合わせた割合）は 38.1％で意見が分かれています。小学生

では、42.0％は肯定的評価であり、34.6％は否定的評価で、肯定的評価の方が多くなってい

ます。 

 

厚岸町は子育てしやすい町か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 SA：単数回答 

4.7

5.4

37.3

32.1 20.8 17.3

22.0

23.2

1.3

1.2

21.3 13.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

就学前

そう思う どちらかというとそう思う

どちらかというとそう思わない そう思わない

わからない 不明

ｎ

168

150

自由意見自由意見自由意見自由意見からからからから    

・厚岸町として子育て支援や子供に対する政策に一貫性が無くどうしたいのかが全く伝わら

ない。アンケートを活用してきちんと政策に反映してくれないと意味がない。 

・今後厚岸町の少子化に歯止めをかけるためにも子供に優しい町づくりを考え続けて頂きた

く、保育料の見直しに着目してもらえるとありがたいです。 

・町全体で子供を育てていこうという気持ちがあって嬉しいです。 

懇懇懇懇談会意見談会意見談会意見談会意見からからからから    

・厚岸町は以前住んでいたところに比べると子育てしやすい町である。（保護者） 

課題課題課題課題    

厚岸町は子育てしやすいまちとする意見がやや多いものの、さらに子育てしやすいまちの実

現に向けて、町民ニーズを的確に捉えた子育て支援施策に重点的に取り組むことが必要で

す。 

※ＳＡグラフ中のｎ＝回答者
数 
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３ 子どもの虐待について 

■ あなた自身の経験や傾向（ＭＡ） 

回答者の経験や傾向については、就学前、小学生ともに「特にない」が最も多いものの、経

験や傾向としては、「子どものしつけには、ときには体罰も必要だと思う」、「子育てがうまく

いかず、ついつい自分を責める」の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0

0.6

38.1

0.0

4.0

4.7

16.7

9.3

4.0

9.3

2.7

31.3

3.3

0.7

36.0

0.0

30.4

1.8

12.5

4.2

10.1

18.5

4.2

9.5

0% 10% 20% 30% 40% 50%

乳幼児と接する機会を持たずに育った

配偶者や家族の協力が得られず､母子の密着した生
活に息苦しさを感じる

子育てがうまくいかず､ついつい自分を責める

育児の悩みを周りの人に打ち明けたり相談すること
が苦手

理想的な母（父）親像からかけ離れていることで自
分自身を過剰に責める

夫婦間の不和や家庭内の問題で悩む

幼少時に虐待されたことがある

子どものしつけには、ときには体罰も必要だと思う

子どもに対して、高い目標を設定し、より完全性を
求める

その他

特にない

不明
就学前

小学生

就学前=168
小学生=150

【【【【課題課題課題課題】】】】    

子どもの人権を著しく侵害する児童虐待に対して迅速な対応がとれるよう、関係機関との十

分な連携を図り、児童虐待の早期発見と予防に努めるとともに、相談機能の充実と総合的な

支援体制が重要です。 
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４ 家庭での子育て、家庭と就労の両立について 

■ 家庭での育児分担の考え方について（ＳＡ） 

家庭での育児分担の考え方については、就学前、小学生ともに「それぞれの労働時間等に応

じて、男女が互いに協力し分担するほうがよい」が約７割で最も多く、次いで「どちらかとい

えば女性中心で行うほうがよい」、「女性中心で行うほうがよい」の順となっています。 

就学前の方が、「女性中心で行うほうがよい」の割合がやや多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

7.7

24.0

22.6 69.0

68.7

0.0

0.0

2.7

0.6

2.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

就学前

女性中心で行うほうがよい

どちらかといえば女性中心で行うほうがよい

それぞれの労働時間等に応じて、男女が互いに協力し分担するほうがよい

どちらかといえば男性中心で行うほうがよい
男性中心で行うほうがよい

わからない

不明

ｎ

168

150

自由意見自由意見自由意見自由意見からからからから    

・父親の積極的な子育てへの参加が必要だと思う。 

懇談会意見懇談会意見懇談会意見懇談会意見からからからから    

・男性の育児参加を含め、「男女共同参画社会」の視点が必要。（女性団体連絡協議会） 

課題課題課題課題    

父親が、仕事と家事・育児のバランスをとろうとしても、現実には長時間労働が顕著となっ

ています。企業に対してもワーク・ライフ・バランスについて啓発していくことが必要です。 
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■ 子育てと仕事の両立のために重要な労働環境（ＭＡ） 

子育てと仕事の両立のために重要な労働環境については、就学前は「子育て者に配慮した

労働条件・制度があり、それが実際に活用できる職場環境であること」、「急な残業や出張な

どに、柔軟に対応してくれる保育サービスが整備されること」の順で、この２つが過半数を

占めています。 

小学生は、「急な残業や出張などに、柔軟に対応してくれる保育サービスが整備されるこ

と」、「子育て者に配慮した労働条件・制度があり、それが実際に活用できる職場環境である

こと」の順で、この２項目が約半数を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0

2.4

7.7

48.7

46.7

17.3

28.7

17.3

16.0

26.7

28.7

0.7

5.3

7.3

50.0

51.8

18.5

28.0

18.5

15.5

25.6

23.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

急な残業や出張などに、柔軟に対応してくれる保
育サービスが整備されること

子育て者に配慮した労働条件・制度があり、それ
が実際に活用できる職場環境であること

男性の子育て者に配慮した労働条件・制度があ
り、それが実際に活用できる職場環境であること

出産・育児で退職した人が仕事に復帰できる再雇
用制度が整備・活用されること

育児期間中は自宅で仕事ができるなど働き方が柔
軟な制度が整備・活用されること

再就職のための職業訓練、就業・起業相談など女
性の就業支援がされること

企業内に保育施設が整備されること

育児休業中の経済的支援が充実すること

その他

わからない

不明
就学前

小学生

就学前=168
小学生=150

自由意見自由意見自由意見自由意見からからからから    

・日祝日も保育所へ預けたい。仕事は土日祝休みではないので、子供が病気だと保育所では

預かってもらえないが、仕事は休めないので、町立病院内に院内保育があれば良いと思う。

土曜日も夕方まで預かって欲しい。 

・母親が妊娠すると、仕事を退職しなければならない当現状は、第 2子、3子を出産すると

いう希望が持てない。産みたくても産めないという状況である。もう少し母親が妊娠出産

でも働きやすい環境が必要。 

 

課題課題課題課題    

子育てをしながら働き続けるためにも、就労条件や職場環境の改善とともに、女性の社会参

加に伴う保育環境の整備が、施設、サービス等の面で重要となります。 
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■ 母親の就労状況と就労意向 

①母親の就労状況は、就学前で約６割、小学生で約８割の就業率で、就学前に比べ小学生の

方が「就労している（フルタイム）」「就労している（パートタイム、アルバイト等）」の

割合が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②未就労の母親の就労意向は、小学生の４割以上が「有（すぐにでも若しくは１年以内に希

望がある）」、就学前の６割以上が、「有（１年より先で、子どもがある程度大きくなった

ら就労したい）」となっており、就労意向が高くあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.9

31.5

0.7

4.3 23.5 31.5 4.9 4.3

42.8 14.5

2.1

4.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

就学前

就労している（フルタイム；育休・介護休業中は含まない）
就労している（フルタイムだが育休・介護休業中）
就労している（パートタイム、アルバイト等）
以前は就労していたが、現在は就労していない
これまでに就労したことがない
不明

ｎ

168

150

45.8

15.3

29.2

66.1 13.6 5.1

12.5 12.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

就学前

有（すぐにでも若しくは１年以内に希望がある）

有（１年より先で、子どもがある程度大きくなったら就労したい）

無

不明

ｎ

59

24
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５ 日常生活について 

■ 朝食について（ＳＡ） 

朝食は、「毎日食べている」が就学前で 88.1％、小学生で 92.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

朝食は、「家族の誰かと食べる（兄弟・姉妹を含む）」が最も多く、次いで「家族そろって食

べる」の順で、９割以上は、家族と一緒に食べているが、「ひとりで食べる」もわずかである

がみられます。夕食もほぼ同様の結果となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 歯磨きの習慣について（ＳＡ） 

歯磨きの習慣については、「毎日歯磨きはしている」は就学前で約８割、小学生で約９割で

あるが、就学前では「全く歯磨きはしていない」が 2.4％みられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92.7

88.1

6.0

8.9 3.0

0.0

0.7

0.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

就学前

毎日食べている 食べない日もある 全く食べない 不明

ｎ

168

150

30.7

26.2

62.0

66.1

2.7

2.4 1.8

1.3

0.6

2.0

3.0

1.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

就学前

家族そろって食べる
家族の誰かと食べる（兄弟・姉妹を含む）
ひとりで食べる
家族とは別に食べる
その他
不明

ｎ

168

150

87.3

79.2

11.3

15.5

2.4

0.0

1.3

3.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生

就学前

毎日歯磨きはしている 歯磨きをしない日もある

全く歯磨きはしていない 不明

ｎ

168

150

課題課題課題課題    

子どもの健やかな成長のためには、日常生活の中で健康な体づくりの基礎となる食事や歯磨

きなどの大切さを啓発し、規則正しい生活習慣を確立させることが大切です。 
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第３章 計画の基本方針  

 

第１節 基本理念と基本的な視点 

１ 基本理念 

本計画は、10 年間の計画である「次世代育成支援行動計画」の後期計画として位置づけら

れるものであることから、基本理念を含む基本的な考え方については、原則として前期計画を

踏襲することとし、基本理念を次のように設定します。 

 

 

 

 

 

広い大地と海、豊かな自然の中で子どもたちが明るく、のびのびと育ち、心豊かでたくまし

く成長することは、町民全ての願いです。子どもを持ちたいと思う人が、安心して子どもを生

み育てることができるよう、そして２１世紀の厚岸を担う子どもたちが健やかに育つよう、家

庭における子育てを基本として地域全体で子育ての環境をつくるという思いが込められてい

ます。 

 

２ 基本的な視点 

本計画の策定・推進上の基本的な視点については前期計画を踏襲し、次の４つを基本的な視

点として定めます。 

 

（１）子どもからの視点   健やかな成長を支援する基盤づくり 

子育て支援サービス等において、影響を受けるのは多くの子どもであり、子どもの幸せを

第一に考え、子どもの利益が最大限に尊重されるように配慮します。 

また、子どもは次代の親になるという認識のもと、子どもの健全育成のための取り組みを

進めます。 

（２）保護者からの視点   子供を生み育てることに喜びを感じる環境づくり 

保護者等が子育てについての第一義的な責任を持つという認識のもと、長期的な視野に立

ち、子どもが健やかに育つことのできる環境づくりが進められるように、柔軟かつ総合的な

「生み育て・支え合い・あんしん・あっけし」 
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取り組みを進めます。 

（３）地域からの視点   子どもとその保護者を地域で支え合う体制づくり 

子育ての基本的役割は家庭にあるという認識のもと、地域社会の一員である子どもを、 

健やかに育むためには、家庭はもとより、地域、団体、企業、行政等がそれぞれの責務を担

いながら、連携と協力を図っていくという考えに立ち、子どもとその保護者を地域で支え合

う体制づくりを進めます。 

（４）事業者からの視点    子育て家庭に配慮した環境づくり 

少子化の進行は、労働力不足や社会の活力の低下を招くことから、女性のみならず、男性

をも含めた働き方の見直しには、企業等の理解と協力が不可欠となります。 

このため、子育て支援に取り組もうとする事業者に対し情報提供などの支援を進めます。 

また、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）については、国や自治体が支援す

ることなどにより、社会全体の運動として広げていきます。 

 

第２節 施策の目標 

本計画では、基本理念を実現するために、４つの基本的な視点を踏まえつつ、次の７つを「厚

岸町次世代育成支援行動計画における目標」として、前期計画に引き続き総合的に施策を推進

します。 

 

１ 地域における子育ての支援 

子どもの幸せを第一に考えて、全ての子育てをしている人が安心して子育てができるよう支

援を行うため、地域におけるさまざまな子育て支援サービスの充実を推進します。 

子育て家庭が必要とする情報の提供や地域資源等を活用した取り組みを推進します。 

 

２ 母と子どもの健康の確保・増進 

母子保健は、生涯を通じた健康の出発点であり、次世代を安心して生み、ゆとりを持って育

てるための基盤となるものです。妊娠・出産・子育てが安全に、かつ快適にできるよう、妊娠

早期からの健康管理・指導を強化し、安心して妊娠・出産・子育てができるような取り組みを

推進します。 

 

３ 子どもの教育環境の整備 

次世代の担い手である子どもが個性豊かに生きる力を伸ばすことができるよう、子どもの実

態を踏まえ、学校・家庭・地域の教育力を向上させるための支援の充実などの取り組みを推進

するとともに、子供を生み育てることの喜びを実感できる環境の整備を推進します。 



第１部 総論 

-   - 37 

４ 子育てを支援する生活環境の整備 

子どもとその保護者が、安心して快適に暮らすことができるよう、良質な住宅の提供や、外

出しやすい環境づくりなど、子育てに配慮した総合的なまちづくりを推進します。 

 

５ 職業生活と家庭生活との両立の推進 

仕事と子育てを両立させるためには、働き方の見直し等が必要です。国・北海道・関係団体

等と連携を図りながら、仕事と子育ての両立を支援する法律等の広報・啓発活動に努めます。 

 

６ 子ども等の安全の確保 

核家族化や都市化の進行等によって、子どもを取り巻く環境の悪化が危惧されています。子

どもや保護者が事故や犯罪に巻き込まれることを防ぐため、関係機関等と連携した活動を推進

します。 

 

７ 支援を必要とする児童への取組の推進 

児童虐待防止対策の充実、ひとり親家庭等の自立支援、障がい児施策の充実等を通じ、支援

を必要とする児童に対して、身近な地域で安心して生活できる環境づくりを推進します。 
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第３節 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

地域における 

子育ての支援 

４ 

子育てを支援する 

生活環境の整備 

５ 

職業生活と家庭生活と

の両立の推進 

６ 

子ども等の 

安全の確保 

７ 

支援を必要とする 

児童への取組の推進 

２ 

母と子どもの 

健康の確保・増進 

基本的な視点 施策の目標 実施施策 
基本理念 

３ 

子どもの教育環境の 

整備 

①保育サービスの充実 

②子育て支援サービスの充実 

③子育て支援環境づくり 

④児童の健全育成 

⑤世代間交流の促進 

 

①次代の親の育成 

②学校の教育環境等の整備 

③家庭や地域の教育力の向上 

④有害環境対策の推進 

①良質な住宅の確保 

②良好な居住環境の確保 

③安全な道路交通環境の整備 

④安心して外出できる環境の整備 

⑤安全・安心まちづくりの推進 

①仕事と生活の調和の実現のための

働き方の見直し 

②仕事と子育ての両立のための基盤

整備 

①交通安全教育の推進 

②犯罪等の被害防止活動 

①児童虐待防止対策の充実 

②母子家庭等の自立支援の推進 

③障がい児施策の充実 

①子どもや母親の健康の確保 

②食育の推進 

③思春期保健対策の充実 

④小児医療の充実 

生生生生
みみみみ
育育育育
て
・
て
・
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・
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ええええ
合合合合
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【子どもからの視点】 

健健健健やかなやかなやかなやかな成長成長成長成長をををを支援支援支援支援すすすす

るるるる基盤基盤基盤基盤づくりづくりづくりづくり    

【保護者からの視点】 

子子子子どもをどもをどもをどもを生生生生みみみみ育育育育てるこてるこてるこてるこ
とにとにとにとに喜喜喜喜びをびをびをびを感感感感じるじるじるじる環境環境環境環境

づくりづくりづくりづくり    

【地域からの視点】 
子子子子どもとそのどもとそのどもとそのどもとその保護保護保護保護者者者者をををを

地域地域地域地域でででで支支支支ええええ合合合合うううう    

体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり    

【事業者からの視点】 

子育子育子育子育てててて家庭家庭家庭家庭にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした
環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり    
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第４節 主要指標 

１ 将来の人口と児童数 

推計は、平成 16 年から平成 21 年の各年４月１日現在の住民基本台帳の実績データに基づ

き、性別 1 歳別コーホート変化率法によるものです。 

※将来人口は、行動計画策定の手引きにより前期計画と同様に住民基本台帳を用い推計していますので、第５期厚岸町総合計画

とは一致しません。 

（１）将来人口 

本町の総人口は、平成 21 年度の 11,014 人から、本計画の最終年度である平成 26 年

度には 9,938 人程度にまで減少するものと予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）将来児童数 

児童数（0～17 歳）は、平成 21 年度の 1,723 人から平成 26 年度には 1､379 人程度

にまで減少するものと予想されます。 
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２ 目標事業量 

 

現　況
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

児童数 1,723 1,642 1,568 1,500 1,433 1,379 1,312 1,268 1,214
0 62 71 68 65 62 59 57 55 53
1 89 60 69 66 63 60 57 55 53
2 78 87 59 68 65 62 59 56 54
3 87 77 86 58 67 64 61 58 55
4 76 84 75 84 57 65 63 60 57
5 100 75 83 74 83 56 64 62 59
6 90 97 72 81 72 80 54 62 60
7 69 88 94 70 79 70 78 53 60
8 93 71 90 96 71 80 71 79 54
9 91 92 71 90 96 71 79 71 79
10 101 89 91 70 89 95 70 78 70
11 88 99 88 90 69 88 94 69 77
12 111 86 97 86 88 68 86 92 68
13 100 111 86 97 86 88 68 86 92
14 116 100 111 86 97 86 88 68 86
15 119 115 99 110 85 96 85 87 67
16 124 117 113 97 108 84 94 84 86
17 129 123 116 112 96 107 84 93 84

就学前 492 454 440 415 397 366 361 346 331
小学生 532 536 506 497 476 484 446 412 400
低学年 252 256 256 247 222 230 203 194 174
高学年 280 280 250 250 254 254 243 218 226

中学生 327 297 294 269 271 242 242 246 246
高校生 372 355 328 319 289 287 263 264 237
児童数の
対人口比

15.6% 15.2% 14.8% 14.5% 14.1% 13.9% 13.5% 13.3% 13.1%

推　　　　　　　　　　　　計

平成１６年度 平成２１年度 平成２６年度
実施事業 実施事業 目標値

設置か所数 － － －
年間受入人数 － － －
設置か所数 － － －
年間受入人数 － － －
設置か所数 － － －
年間受入人数 － － －
設置か所数 － － －
年間受入人数 － － －
設置か所数 － － －
年間受入人数 － － －
設置か所数 － － －
年間受入日数 － － －
設置か所数 ２か所 ２か所 ２か所
登録児童数 ９４人 ９７人 １１１人

設置か所数 － － ２か所
年間受入日数 － － １，９７５日

ファミリーサポートセンター事業

放課後児童健全育成事業

ショートステイ事業

延長保育事業

休日保育事業

夜間保育事業

地域子育て支援拠点事業
（センター型）

病児・病後児保育事業

事　　業　　名 指　　標

設置か所数 －

設置か所数 １か所

トワイライトステイ事業

一時預かり事業

特定保育事業

通常保育事業

１か所 １か所

設置か所数 － － －

１か所 １か所

定員数 ２３０人 ２３０人 ２３０人
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第１章 地域における子育ての支援 

 

１ 保育サービスの充実 

認可保育所では、待機児童を出さず、保育に欠ける児童を受け入れることができていますが、

共働きの増加などにより、途中入所児童が増え、平成 20 年度から一部保育所で、定員を超え

ています。また、女性の社会進出や就労形態の多様化に伴い、保育所を利用する町民のニーズ

は多様化しており、アンケート調査からも、延長保育については、更なる時間延長希望のニー

ズもみられます。 

へき地保育所については、児童数の減少から、門静へき地保育所、尾幌へき地保育所が休所

に至り、現在は床潭へき地保育所と太田へき地保育所の２か所の運営となっています。 

このため、子育てをしている人が安心して働くことができるよう多様なニーズに応じて、広

く町民が利用しやすい保育所サービスの提供に努めていきます。 

また、保育環境の充実を図るため、保育施設や設備の改善に努めていきます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 実施事業 事業内容 担当課 

(1) 
認可保育所環境整備

事業 

保護者の労働又は疾病などの理由により、保育に欠

ける児童の保育を行っていきます。 

保育所の受入定数については、社会情勢等を見なが

ら効率的な運営について検討を進めます。 

建物の老朽化が進んでいる保育所については、施設

環境の改善に努めます。 

福祉課 

 
【実施施策】 

 

【実施事業】 

(2) へき地保育所環境整備事業 

(4) 早朝居残り保育事業 

(5) １歳児保育の拡大 

(3) 障がい児保育事業 

１ 保育サービスの充実 

(7) 保育職員の研修 

(6) 無認可保育所設置助成事業 

(1) 認可保育所環境整備事業 
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No. 実施事業 事業内容 担当課 

(2) 
へき地保育所環境整

備事業 

保護者の労働又は疾病などの理由により、保育に欠

ける児童の保育を行っていきます。 

また、保育に欠ける児童が減少している地域では、

スクールバスを利用した広域的な保育を検討して

いきます。 

施設については、児童が安心して保育を受けること

ができる環境づくりを進めます。 

福祉課 

(３) 障がい児保育事業 

保護者の労働又は疾病などの理由により、保育に欠

ける障がい児の保育を行うとともに、児童が安心し

て保育を受けることができる環境づくりを進めま

す。 

また、３認可保育所全てで受入出来るよう検討を進

めます。 

福祉課 

(４) 早朝居残り保育事業 

保護者の仕事等のため、通常の保育所の開所時間を

超えて児童の保育を希望する場合に延長居残り保

育を行います。 

早朝は、７時 45 分から、居残りは午後 5 時 45

分までで、今後も多様な働き方のニーズに対応でき

るよう、時間等の延長を検討していきます。 

福祉課 

(５) 
１歳児保育の拡大 

【追加】 

平成 22 年度から、厚岸保育所でも１歳児保育の受

け入れを開始することで、３カ所の認可保育所全て

で１歳児保育を実施します。 

福祉課 

(６) 
無認可保育所設置助

成事業 

運営者の負担を軽減し、認可保育所やへき地保育所

が設置されていない地区においても、適切な保育の

場を確保できるよう、助成を行っていきます。 

また、無認可保育所を設置することが困難な地域に

ついては、スクールバスを利用した広域的な保育に

ついて検討していきます。 

福祉課 

(7) 
保育職員の研修 

【追加】 

保育職員が研修などに参加する機会を増やし、保育

の質の向上に努めます。 
福祉課 
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２ 子育て支援サービスの充実 

少子化や核家族化の進行、地域社会の変化などにより、家庭や地域における子育て機能の低

下や子育て中の親の孤独感や負担感が高まっており、地域の子育て支援機能の充実を図ること

が求められています。 

アンケート調査からも、子どもを預かってもらうあてがない方が１割前後みられ、子育ての

感想として、８割以上の保護者は子育てに関する何らかの悩み・不安を持っている状況があり

ます。 

そのため、情報提供や相談機能を充実させるとともに、地域において子育て親子の交流など

を促進する子育て支援の施設整備を図るとともに、親同士が交流できる場を積極的に提供して

いきます。 

また、共働き家庭のみならず、すべての子育て家庭を対象とした支援サービスの充実により、

住み慣れた地域で、楽しく安心して子育てが出来るよう支援体制の整備に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【実施施策】 

 

【実施事業】 

(8) 児童手当・子ども手当の支給 

(10) 就園奨励費の支給（幼稚園） 

(9) 就学援助費の支給 

（要保護及び準要保護） 

(11) 出産祝金の支給 

(15) 子育て支援センター事業 

(16) 子育て情報の提供 

(14) 保育所・幼稚園保育料助成 

(12) 一時預かり保育★★★★新規事業新規事業新規事業新規事業    

(17) 子育てお助けブック配布事業 

(13) 放課後児童健全育成事業 

（放課後児童クラブ） 

２ 子育て支援サービス

の充実 

(18) 子育てガイドブックの作成 
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No. 実施事業 事業内容 担当課 

(8) 
児童手当・子ども手

当の支給 

◆在宅における児童の養育を支援◆ 

平成 22 年度から児童手当に変わり、子ども手当

が創設されることとなりました。 

今後も、国の制度に基づき支給を行っていきます。 

福祉課 

(9) 

就学援助費の支給

（要保護及び準要保

護） 

◆在宅における児童の養育を支援◆ 

経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者

に対し、学用品及び学校給食費等、学校生活を送

る上で必要となる費用に対する援助を行います。 

教委・ 

管理課 

(10) 
就園奨励費の支給

（幼稚園） 

◆在宅における児童の養育を支援◆ 

所得状況に応じた就園奨励費の支給を行い、保育

料等の保護者負担の軽減を図ります。 

教委・ 

管理課 

(11) 
出産祝金の支給 

【追加】 

◆在宅における児童の養育を支援◆ 

経済的負担の軽減を図り、家庭における生活の安

定に寄与することを目的に、第３子以降の出産に

際し祝金を支給します。 

福祉課 

(12) 
一時預かり保育 

★新規事業 

◆在宅における児童の養育を支援◆ 

保育所を利用していない家庭において、保護者の

疾病や災害等により、一時的に保育が困難になっ

た場合や、育児疲れによる保護者の心理的・肉体

的負担を軽減するため、保育所等において一時的

に保育します。 

福祉課 

(13) 

放課後児童健全育成

事業（放課後児童ク

ラブ） 

◆施設での養育を支援◆ 

児童館を利用して、保護者が就労等により昼間家

庭にいない小学校低学年の児童の健全育成事業を

行います。 

福祉課 

(14) 
保育所・幼稚園保育

料助成【追加】 

◆施設での養育を支援◆ 

保育所や幼稚園に係る保育料を助成することによ

り、家庭における生活の安定に寄与することを目

的に、第３子以降の子に対する保育料の一部を助

成します。 

福祉課 

(15) 
子育て支援センター

事業 

◆保護者からの相談に応じ、必要な情報提供・助言◆ 

家庭内で保育している親子を対象として、育児不

安等についての相談指導、子育てサークルの育成

を支援し、移動ルーム、移動サロン等を行います。

平成 22 年度からは、多機能共生型地域交流セン

ター「コアぽんと きらく」に移転し、障がいの

ある方や高齢者とのふれあいを図るなど、一層の

機能強化に努めます。 

福祉課 
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No. 実施事業 事業内容 担当課 

(16) 子育て情報の提供 

◆子育て情報の提供・相談体制の充実◆ 

子育てに係わる事業等をはじめ、町民が参加可能

な様々な事業情報を提供する「生涯学習カレンダ

ー」を配布するとともに、町のホームページでの

情報提供を進めます。 

教委・生

涯学習課 

(17) 
子育てお助けブック

配布事業【追加】 

◆子育て情報の提供・相談体制の充実◆ 

育児を支援し、子どもの健全な育成に資すること

を目的に、新生児訪問、あかちゃん相談などの機

会に、子育てに役立つ図書を配布します。 

保健 

介護課 

(18) 
子育てガイドブック

の作成【追加】 

◆子育て情報の提供・相談体制の充実◆ 

不安や悩みを抱えながら子育てしているお父さん

やお母さんのために、厚岸町で行っている事業・

制度などを紹介し、明るく幸せな家庭づくりに役

立つガイドブックを作成します。 

福祉課 
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３ 子育て支援環境づくり 

子育てを行っているすべての家庭に対し、質の高い子育て支援サービスを提供できるよう、

関係機関と連携して、子育て支援を推進し、地域の中で子育て家庭を支える環境づくりに努め

ます。 

また、家族だけではなく、地域ぐるみで子育てを支援するために、児童館や保育所等の児童

福祉施設と学校・幼稚園・公民館等の教育施設及び関係機関・地域組織との連携を促し、地域

全体で子育てに取り組む体制の整備を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

No. 実施事業 事業内容 担当課 

(19) 
民生委員・児童委員

活動 

地域における身近な相談者として、地域福祉の充

実を図るとともに、児童の健全育成や保護を必要

とする児童の把握、支援を行います。さらに、児

童福祉を専門に担当する主任児童委員と協力し、

住民と協働した福祉活動の展開や情報提供を行い

ます。 

福祉課 

(15) 
子育て支援センター

事業（再掲） 

◆保護者からの相談に応じ、必要な情報提供・助言◆ 

家庭内で保育している親子を対象として、育児不

安等についての相談指導、子育てサークルの育成

を支援し、移動ルーム、移動サロン等を行います。

平成 22 年度からは、多機能共生型地域交流セン

ター「コアぽんと きらく」に移転し、障がいの

ある方や高齢者とのふれあいを図るなど、一層の

機能強化に努めます。 

福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【実施施策】 

【実施事業】 

(19) 民生委員・児童委員活動 

(15) 子育て支援センター事業（再掲） 

３ 子育て支援環境づくり 
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４ 児童の健全育成 

少子化の進行による児童数の減少は、遊びを通じて仲間意識の形成や児童の社会性の発達に

大きな影響があり、心身ともに健康な子どもを育んでいくためには、部活動・課外活動といっ

た学校教育の中だけではなく、自然体験・社会体験活動等の学校外活動を通して、様々な体験

をしていくことが大切です。 

町では、児童の健全育成のため、文化、芸術、スポーツ等の多様な体験学習機会の提供を行

い、児童が地域の中で自由に遊び、安全に過ごす場づくりに努めてきました。 

今後はさらに各地域・団体等が連携し地域の人材を活用し、子どもたちを「地域で育てる」

という観点から、子どもの発達段階に応じた多様な体験機会の提供を図ることが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【実施施策】 

【実施事業】 

(22) 保健福祉体験学習 

(21) 地域組織の育成 

(23) 巡視・補導活動事業 

(24) 厚岸町少年の主張大会 

(28) 厚岸町障害者(児)ふれあい 

フェスティバル 

(26) 厚岸町小中高児童生徒連絡協議会 

４ 児童の健全育成 

(13) 放課後児童健全育成事業 

（放課後児童クラブ）（再掲） 

(29) 通学合宿 

(20) 児童館運営事業（児童クラブを含む） 

(25) 青少年芸術鑑賞 

(27) 子ども会親子交流促進事業 
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No. 実施事業 事業内容 担当課 

(20) 
児童館運営事業（児

童クラブを含む） 

健全な遊びを通して、多様な経験を積みながら健

康に育つように、児童の集団的及び個別的指導を

行います。また、母親クラブや体験学習等の場の

提供と活動の育成を行います。 

福祉課 

(21) 地域組織の育成 

母親クラブの地域組織活動の育成やその指導者の

育成を図り、地域ボランティア等の協力を得て地

域児童の健全育成活動の推進に努めます。 

福祉課 

(22) 保健福祉体験学習 

小学生から高校生を対象に、「あみか２１」施設見

学、車いす体験や高齢者・障がい者の擬似体験な

どを通じて、保健・福祉に対する理解と関心を深

め、健康な心身づくりに努めます。 

保健 

介護課 

(23) 巡視・補導活動事業 

青少年育成センターでは、青少年の非行防止のた

め、情報の収集・提供や関係機関及び団体の連絡

調整を図り、専任補導員による巡視補導活動、祭

典時の特別巡視・補導を行います。 

教委・生

涯学習課 

(24) 
厚岸町少年の主張大

会 

少年が日常生活の中で体験したり日ごろの考えを

発表することにより、社会の一員としての自覚と

責任について考える機会を与え、健全な心身の育

成に寄与します。 

教委・生

涯学習課 

(25) 青少年芸術鑑賞 

幼児及び児童生徒を対象に芸術鑑賞の機会を拡充

し、情操を培い人格の育成を目指すとともに、少

年の健全育成に努めます。 

教委・生

涯学習課 

(26) 
厚岸町小中高児童生

徒連絡協議会 

小中高及び関係機関の連携により、児童生徒の実

態を明らかにし、各学校の児童生徒指導の実践上

の成果や問題点を話し合い、指導上の課題解決に

努めます。 

教委・管

理課 

(27) 
子ども会親子交流促

進事業 

親子で乗馬体験や小動物とのふれあいを通して親

睦を深め、健全な育成に努めます。 

地域 

子ども会

育成連協 

(28) 

厚岸町障害者(児)ふ

れあいフェスティバ

ル 

町内の障がい福祉問題に関心のある個人や団体、

町の職員によって実行委員会を組織し、障がいの

ある人を主体に活動の発表や生活の紹介、授産製

品の展示販売を行い、地域を超えた多くの仲間が

集うことで、一人ひとりのふれあいの場やネット

ワークを広げる場としてノーマライゼーション社

会の実現に取り組みます。 

福祉課 

(29) 
通学合宿 

【追加】 

家庭を離れて、異年齢で起床から就寝までの一日

の生活を集団で体験することにより家族の大切さ

を認識するとともに、子どもたちの自主性や協調

性を伸ばし、「生きる力」を育むきっかけとします。 

教委・生

涯学習課 
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No. 実施事業 事業内容 担当課 

(13) 

放課後児童健全育成

事業（放課後児童ク

ラブ）（再掲） 

◆施設での養育を支援◆ 

児童館を利用して、保護者が就労等により昼間家

庭にいない小学校低学年の児童の健全育成事業を

行います。 

福祉課 

 

５ 世代間交流の促進 

核家族化や地域コミュニティの崩壊等によって、子どもの頃から日常生活の中で異世代の人

と交流する機会が少なくなってきており、孤立した環境で子育てを行う親が増えてきています。 

統計調査結果からも、６歳未満の子どものいる家庭の７割弱が核家族で暮らしています。 

子どもたちにとっては、家庭や学校に限らない、地域社会における世代間交流活動は、社会

性や人を思いやる気持ちを育むことができることから、極めて重要な役割を持っており、他人

への思いやりや感謝の心など豊かな人間性を持った子どもたちが育まれます。 

そのためにも、地域の社会資源を活用しながら、世代間交流を進め、高齢者なども含めた地

域全体で子育てを支援する環境をつくります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 実施事業 事業内容 担当課 

(30) 保育所地域活動事業 

保育所における地域活動として、七夕や芋掘り、

クリスマス会などに地域のお年寄りを招いたりし

て、保育所と地域の人々との世代間交流を促進し

ます。 

福祉課 

(31) 
高齢者と少年少女ふ

れあいのつどい 

高齢者生きがい大学と学校や厚岸少年自然の家と

の連携により、授業での交流や体験活動などで世

代間の交流を深めていきます。 

教委・生

涯学習課 

(32) 

多機能共生型地域交

流センターの機能充

実 

【追加】 

高齢者、障がい者、子育て家庭の保護者等が互い

の活動を理解し交流を深めることで福祉の増進が

図られるよう、多機能共生型地域交流センター「コ

アぽんと きらく」の機能充実に努めます。 

福祉課 

 
【実施施策】 

【実施事業】 

(30) 保育所地域活動事業 

(31) 高齢者と少年少女ふれあいのつどい 
５ 世代間交流の促進 

(32) 厚岸町多機能共生型地域交流センター

の機能充実 
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第２章 母と子どもの健康の確保・増進 

 

１ 子どもや母親の健康の確保 

すべての子どもが健やかに生まれ、かつ育つことは、すべての親ばかりでなく町民全体の願

いであり、それは、健全な母性、妊娠、出産から始まります。 

町では、疾病予防と健康の増進のため、関係機関と連携を図りながら、様々な母子保健事業

を実施しています。 

しかし、核家族化の進展や、晩婚化の一方での若年出産の増加などの社会環境の変化は、母

親にとって、妊娠や出産・育児に伴う不安についての相談を気軽に頼れる人が少なくなってい

ます。 

このため、妊婦や乳幼児の心身の問題の早期発見、早期治療や正しい知識の普及に努め、安

全な妊娠、出産や適切な養育を促すとともに、子どもの心身の状態や親子関係の状況を把握し、

育児不安や悩みを軽減し、子育てに自信や喜びがもてるように支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【実施施策】 

 

【実施事業】 

(35) 妊産婦･新生児･乳児訪問事業 

(34) もうすぐパパママひろば 

(36) 先天性股関節脱臼検査 

(37) 乳幼児健康診査事業 

(41) 産じょく期ハイリスク早期支援事業 

(39) 妊婦･子育て相談事業 

１ 子どもや母親の 

健康の確保 

(43) 妊婦健康診査通院支援事業 

(42) すくすくひろば「子育て講座」 

(33) 母子健康手帳の交付及び 

妊婦一般健康診査事業 

(38) 歯科検診及びフッ素塗布事業 

(40) あかちゃん相談 
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No. 実施事業 事業内容 担当課 

(33) 

母子健康手帳の交付

及び妊婦一般健康診

査事業 

妊娠の届出があった妊婦に対し母子健康手帳と妊

婦一般健康診査 14 回分、超音波検査６回分の受

診票を交付し、妊婦の健康管理の充実及び経済的

負担軽減を図り、安心して妊娠･出産ができる環境

の整備を図ります。 

保健 

介護課 

(34) 
もうすぐパパママひ

ろば 

妊娠中の夫婦を対象に、保健師･栄養士による講

話、妊婦間の交流などを行います。教室では、妊

娠･出産･育児に必要な情報･知識･技術を通して、

夫の育児参加意識を高め、親になる心構えを養う

とともに、育児仲間づくりとなる事業を進めます。 

一人でも多くの人が参加できる教室づくりに努め

ます。 

保健 

介護課 

(35) 
妊産婦･新生児･乳児

訪問事業 

「乳児家庭全戸訪問事業」及び「養育者支援訪問

事業」を通じて、妊娠期、出産期、新生児期及び

乳幼児期を通じて母子の健康管理においては喫煙

や飲酒の影響理解や必要な栄養指導に努めるほ

か、虐待予防や生活リズムなど養育環境の問題へ

の対処をより積極的に進めます。 

保健 

介護課 

(36) 
先天性股関節脱臼検

査 

歩行障がいの原因となる先天性股関節脱臼の早期

発見治療を目的に、生後３～４ヶ月の間に医療機

関に委託して個別の検査を実施しています。 

また、受診しやすいよう、今後も町内医療機関を

含めた委託医療機関の確保に努めます。 

保健 

介護課 

(37) 乳幼児健康診査事業 

乳幼児の健全な発育発達を促すため、身体計測、

問診、観察、診察などで、心身の発達確認を行い

疾病や心身障がいの早期発見、早期治療・早期療

育を促します。 

乳児の健康診査は、医療機関委託による個別受診、

幼児の健康診査は母子保健法に基づき集団で年間

４回実施し、受診結果に基づき、保健指導や専門

機関の紹介等を行います。 

保健 

介護課 

(38) 
歯科検診及びフッ素

塗布事業 

歯科検診は、母子保健法に基づき１歳６ヶ月健康

診査及び３歳児健康診査時に実施しています。ま

た、乳児期からう歯予防として、あかちゃん相談

時に離乳食のアドバイス等とあわせた指導を実施

しています。いずれの機会にも食生活を含めた生

活のリズムや保護者の意識等の指導に重点をおい

ています。フッ素塗布事業は、町内小児歯科医院

に委託し、１歳から３歳の誕生日の末日までの間

に４回、無料で個別に塗布及び歯科保健指導を実

施しています。 

保健 

介護課 
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No. 実施事業 事業内容 担当課 

(39) 
妊婦･子育て相談事

業 

妊婦･子育て相談事業は随時開催に加えて、子育て

支援センターの「すくすくひろば（毎月１回実施）」

も相談の場として活用されるよう周知を進めま

す。 

保健 

介護課 

(40) あかちゃん相談 

生後４ヶ月と７ヶ月児及び育児に不安を持つ人を

対象に、乳児期からの栄養相談・指導・虫歯の予

防など、育児支援を行い、乳児期の健全な発育・

発達を促します。 

保健 

介護課 

(41) 
産産産産じょくじょくじょくじょく期期期期3ハイリ

スク早期支援事業 

身体的にも精神的にも不安定な産じょく期の母親

に対して、問診項目で、母親の心の状態と母親自

身の抱える問題を把握することで、育児不安や産

後うつ病を早期の発見に努めるとともに、虐待予

防に結び付ける事業の検討を進めます。 

保健 

介護課 

(42) 

すくすくひろば「子

育て講座」 

【追加】 

毎月１回、子育て支援センターと共催で保健師・

栄養士が発育発達や離乳食などの相談に応じま

す。また、年間数回「子育て講座」として、食事

やう歯予防など子育てのヒントになる講座を開催

します。 

保健 

介護課 

(43) 
妊婦健康診査通院支

援事業 【追加】 

町内に専門医療機関がないことにより、妊婦健康

診査の通院が妊婦の負担となっていることから、

通院交通費の助成を行います。 

保健 

介護課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 産じょく期：分娩後、母体が常態に回復するまでの期間、通常 6～8週間とする。 
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２ 食育の推進 

健康な体を作るために必要な、子どもの健やかな成長に必要な望ましい食習慣や、親と子が

家庭で食の大切さを考え、バランスのとれた食生活を営む力が弱まっています。 

アンケート調査からは、毎日きちんと朝食を取らない児童が、就学前・小学生ともに１割前

後みられ、少ないながらも食事を一人で取る孤食の状況もみられます。 

このような食習慣の乱れが、子どもの心と体の健康問題に大きく関係しており、乳幼児期か

らの正しい食事の摂り方や望ましい食習慣の定着、食を通じた豊かな人間形成や家族関係づく

りによる心身の健全な育成を図ることが求められています。 

そのため、各世代の子どもの発育、発達にあった食生活を営む力や家族や子ども自身が食事

について学び、考えられる力を育むために、保健分野や教育分野など様々な分野が連携しなが

ら、乳幼児期から思春期までの発達段階に応じた食の助言や食事づくり等の体験学習を進める

とともに、給食調理に関する栄養士・調理員の研修会や食に関する情報の提供を図るなど、食

育に関する事業を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 実施事業 事業内容 担当課 

(44) 
給食打ち合わせ会議

（給食運営会議） 

給食運営管理及び給食内容等の検討と意見交換で

連絡を強化し保育所入所児童の食育の推進など健

康管理を含め栄養面やアレルギー等に配慮した指

導を進めます。 

基本的姿勢の食品衛生の厳守と地産食材活用献立

の充実を図っていきます。 

また、学校給食では地場産物を取り入れた「安全・

安心・おいしい」栄養バランスを考慮した給食の

提供に務めるとともに、衛生管理に配慮した施設

管理を行います。 

福祉課、 

給食セン

ター 

 
【実施施策】 

 

【実施事業】 

(45) 乳幼児栄養指導 

２ 食育の推進 

(44) 給食打ち合わせ会議（給食運営会議） 

(47) 学校栄養職員による食指導の実施 

(46) 保育所栄養士による栄養改善事業･ 

   親と子の食育教室 
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No. 実施事業 事業内容 担当課 

(45) 乳幼児栄養指導 

授乳婦に対する栄養指導（葉酸の重要性等）の充

実を図ります。 

また、乳幼児栄養指導では基本離乳食と生活リズ

ムの重要性について指導していきます。 

・乳幼児の栄養相談・指導は月１回の赤ちゃん相

談 

・子育て支援センター「すくすくひろば」では、

月１回相談と年２回の離乳食・幼児食の試食体

験と講話や相談について妊婦・乳幼児を持つ親

を対象に実施しています。 

保健 

介護課 

(46) 

保育所栄養士による

栄養改善事業･親と

子の食育教室 

食育だよりの発行と食育体験事業を実施し、食べ

る楽しさや食事のマナーなど、望ましい食生活･食

習慣の定着に努めます。 

親と子の食育教室（地産地消献立）の推進を図り

保護者に対して食習慣の啓発活動を行います。 

福祉課、 

保健 

介護課 

(47) 
学校栄養職員による

食指導の実施 

小中学校において子ども達に正しい食事のあり方

や望ましい食習慣を身に付け、健康管理ができる

ことなどを目指して、学校栄養職員あるいは新た

に導入された栄養教諭による食に関する指導を行

います。 

給食 

センター 
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３ 思春期保健対策の充実 

思春期は子どもにとって自立に向けての大切な、感受性豊かな時期ですが、そのため不安定

になりやすい時期でもあります。また、10 代の人工妊娠中絶、若年出産や性感染症罹患率が

増える傾向にあり、また、喫煙や飲酒の問題が顕在化しています。 

このため、思春期の子どもの心と体の両面の健康を支援できるように、学校教育においては、

児童生徒の発達段階に応じて各教科、道徳、特別活動を通じて性教育、喫煙防止教育を実施し

ていますが、今後さらに医療機関、保健機関などと連携を深めながら、次代の親となる中高生

に対して、思春期の心と体の健康づくりを支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

No. 実施事業 事業内容 担当課 

(48) 思春期事業の充実 

思春期の子どもの心と身体の両面の健康を支援で

きるよう、学校や関係機関と協力し、子どもの健

康問題（性教育、喫煙、飲酒、薬物乱用）に対す

る健康教育を実施します。 

保健 

介護課 

(49) 
薬物乱用防止教室 

【追加】 

小中学生を対象とした「薬物乱用防止教室」を警

察、薬剤師等との連携の中で実施し、薬物が心身

の健康に与える深刻な影響やその行為の違法性及

び社会的影響について指導し、正しい知識を身に

つけさせるとともに、規範意識の向上を図ります。

また、喫煙に関する内容も折込み、自己の心身の

健康や望ましい成長について考える機会としま

す。 

教委・ 

管理課 

指導室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【実施施策】 【実施事業】 

(48) 思春期事業の充実 
３ 思春期保健対策の充実 

(49) 薬物乱用防止教室 
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４ 小児医療の充実 

子どもは、体調の変化を起こしやすく、救急の対応を迫られることが少なくないばかりか、

医療費の負担も決して小さくありません。 

そのため、小児医療については、医療機関、保健機関と連携し保健指導等により安心して子

どもを生み、子ども達が健康で暮らせる環境づくりを進めます。 

また、予防接種により子ども達の疾病の発生及び蔓延を予防するとともに、いつでも相談で

きる窓口、育児相談の充実を図るなど、安心して生み、育てることができる環境の整備を推進

します。 

 

 

 

 

 

 

 

No. 実施事業 事業内容 担当課 

(50) 予防対策事業 

各種予防接種について、一層の接種率の向上を目

指すとともに、疾病の発症及び蔓延の防止に努め

ます。 

また、電話を活用した育児相談を行うなど、安心

して相談できるよう、関係機関と連携し相談体制

の充実を図ります。 

保健 

介護課 

(51) 
乳幼児に係る医療費

の助成 

保護者の経済的負担を軽減し、医療を容易に受け

られるようにすることで、乳幼児の保健の向上と

福祉の増進を図るため、｢厚岸町乳幼児等医療費の

助成に関する条例｣に基づく乳幼児を対象とした

医療費の助成を行います。 

町民課 

 

 

 

 

 
【実施施策】 

 

【実施事業】 

(50) 予防対策事業 

(51) 乳幼児に係る医療費の助成 

４ 小児医療の充実 
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第３章 子どもの教育環境の整備 

 

１ 次代の親の育成 

少子化により、兄弟姉妹の少ない中で育った世代が家庭を築き、乳幼児とのふれあい経験が

ないまま親となる人が増加しています。このため、子育ての楽しさや子どもを生み育てること

の意識、男女が協力して家庭を築くことの大切さについて啓発していくことが必要です。 

学校教育における総合的な学習や体験学習などを通して、保育所や幼稚園・児童館に通所す

る乳幼児・児童とふれあう機会を広げるとともに、異なる年齢の子や世代間の交流・親と子の

交流事業の拡大に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 実施事業 事業内容 担当課 

(52) 
新入学児童保護者説

明会「子育て講話」 

親子の絆を深め、豊かな家族関係を実現するため

に教育機関と連携し、親としての役割を考え、心

が通じ合う親子のあり方について理解を深めま

す。 

教委・生

涯学習課 

(53) 後継者対策 

外出機会の少ない酪農青年に女性との出会いの場

として、温泉宿泊またはキャンプ交流やパーティ

ー、ボウリング、農業体験等を企画立案します。 

また、北海道マリッジカウンセリングセンター主

催の全道結婚相談研究会・研修会の場で各地の農

業後継者との意見交換会に積極的に参加できるよ

う支援します。 

農業 

委員会・

産業振興

課・釧路

太田農協 

(30) 
保育所地域活動事業 

（再掲） 

保育所における地域活動として、七夕や芋掘り、

クリスマス会などに地域のお年寄りを招いたりし

て、保育所と地域の人々との世代間交流を促進し

ます。 

福祉課 

 【実施施策】 【実施事業】 

(52) 新入学児童保護者説明会 

「子育て講話」 

(30) 保育所地域活動事業（再掲） 

(48) 思春期事業の充実（再掲） 

(53) 後継者対策 
１ 次代の親の育成 
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No. 実施事業 事業内容 担当課 

(48) 
思春期事業の充実

（再掲） 

思春期の子どもの心と身体の両面の健康を支援で

きるよう、学校や関係機関と協力し、子どもの健

康問題（性教育、喫煙、飲酒、薬物乱用）に対す

る健康教育を実施します。 

保健 

介護課 

 

２ 学校の教育環境等の整備 

少子化は、子どもが社会性や自主性を身に付ける機会の減少や子どもへの過干渉・過保護と

いったマイナス側面をもたらす反面、一人ひとりの子どもの充実した教育機会の増加をもたら

しています。 

しかし、雇用状況の悪化による終身雇用制の崩壊やニートの増加などが社会全体に大きな影

響を与えており、子どもにも将来に夢や希望をもてなくなるなど、学習意欲の低下が指摘され

ています。 

また、校内暴力やいじめ、不登校、非行といった子どもの心の問題も深刻化しています。 

このような状況の中で、次代の担い手である子どもが、活気にあふれた学校生活を送り、社

会の変化の中で主体的に生きていくことができるよう、確かな学力と個性豊かに「生きる力」

を伸ばしていくための様々な取り組みを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【実施施策】 

 

【実施事業】 

(57) スクールカウンセラーの配置 

(55) 総合的な学習の時間の支援 

(62) 幼児教育支援事業（運営支援） 

２ 学校の教育環境等の

整備 

(54) ティームティーチング、少人数指導の実施 

(61) 学校の施設環境整備 

(58) 村山市・厚岸町子ども交流会 

(59) 学校版厚岸町ＥＭＳ 

(56) 移動図書館バスの運行 

(60) スポーツ少年団認定員養成講習会の 

ＰＲ・推奨 
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No. 実施事業 事業内容 担当課 

(54) 

ティームティーチンティームティーチンティームティーチンティームティーチン

ググググ4、少人数指導の実

施 

◆確かな学力の向上◆ 

小学校においてはティームティーチング、中学校

では教科によりティームティーチングと少人数指

導をそれぞれ行い、児童生徒の学習状況に合わせ、

個々に応じた多様できめ細やかな指導を行い、教

育活動の充実に努めます。 

教委・ 

管理課 

指導室 

(55) 
総合的な学習の時間

の支援 

◆確かな学力の向上◆ 

中学生の職場体験のため、支援する企業等の一覧

である「職場体験支援リスト」を作成し、中学生

が自分の将来をイメージし、積極的に課題解決を

図れるよう取り組むことによって、教室・授業で

は学べない「生きた体験学習」の場を提供します。 

教委・生

涯学習課 

(56) 
移動図書館バスの運

行 

◆確かな学力の向上◆ 

情報館本館や分館から遠距離にある地域や、へき

地の小中学校、保育所、集会所などを主な駐車場

として、移動図書館バスを運行し、絵本や図書、

紙芝居等 2,000 点を積載し貸出等の図書館業務

を行います。 

教委・ 

情報館 

(57) 
スクールカウンセラ

ーの配置 

◆豊かな心の育成◆ 

スクールカウンセラーを中学校に配置し、いじ

め・不登校等への対応、問題行動等の防止に向け

て教師と連携を行い、保護者も含めた相談体制の

充実を図ります。 

教委・ 

管理課 

(58) 
村山市・厚岸町子ど

も交流会 

◆豊かな心の育成◆ 

友好都市である山形県村山市と厚岸町の子どもた

ちが、お互いの地域の風土や文化に触れ、野外活

動交流を通して子どもたちの感性豊かな人格形成

に寄与していきます。 

教委・生

涯学習課 

(59) 学校版厚岸町ＥＭＳ 

◆豊かな心の育成◆ 

各校がそれぞれの宣言書に基づき、児童会、生徒

会を中心にして節水・節電・環境美化運動（清掃

活動、リングプル回収等）などの取り組みを行い

ます。 

環境保全活動に取り組む学校を「環境保全活動実

践校」として町が認定し、児童生徒の環境問題意

識の高揚を図り、健全な子育て育成への支援を進

めます。 

環境 

政策課 

                                                
4 ティームティーチング：複数の教師が協力しあって指導にあたること。 
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No. 実施事業 事業内容 担当課 

(60) 

スポーツ少年団認定

員養成講習会のＰ

Ｒ・推奨 

◆健やかな体の育成◆ 

釧路管内スポーツ少年団連絡協議会主催の講習会

の案内を、関係団体（体育協会加盟団体、スポー

ツ少年団等）に周知するとともに、資格取得の勧

奨を行い、広い分野で認定員充実の支援に努めま

す。 

教委・体

育振興課 

(61) 学校の施設環境整備 

◆信頼される学校づくり・魅力ある学校づくり◆ 

子どもたちがより豊かな時間を過ごせるよう、施

設環境の整備・向上を図っていきます。 

教委・ 

管理課 

(62) 
幼児教育支援事業

（運営支援） 

◆幼児教育の支援◆ 

幼稚園に対し教育の向上発展を図るため、教材費

等、幼稚園運営に係る諸経費に対する支援を行い、

幼児教育の充実に努めます。 

教委・ 

管理課 

 

３ 家庭や地域の教育力の向上 

核家族化や地域的つながりの希薄化は、家庭や地域における教育力の低下となって現れてい

ます。 

次代を担う子どもたちがいきいきと健やかに成長できるようにするためには、家庭を基盤に

学校や地域が連携して子どもの育成環境を総合的に整えることが必要です。 

このため、地域における子育てサービスや子育て情報の提供、乳幼児健診や子育ての相談の

充実を図り、家庭における養育機能の向上に努めていきます。 

また、社会福祉協議会の活動や生涯学習課などとの連携のもと、地域の福祉教育の充実に努

めるなど、地域・家庭・学校が一体となって、それぞれの教育機能を生かした学習のため、学

校と地域相互の教育力の向上を図り、心豊かな、生き生きとしたコミュニティづくりに努めま

す。 

さらに、子育てサークルの育成や子ども会活動の活発化に努めるなど、子育ての基本は家庭

にあることを認識し、親自身が子どもを教育する力を身に付けることを支援し、その家庭を支

える地域の力を育てる支援をします。 
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No. 実施事業 事業内容 担当課 

(63) ブックスタート事業 

◆家庭教育への支援の充実◆ 

親子の絆が一層深まることを願い、情報館職員や

保健師、ボランティアが協働で「赤ちゃんが絵本

を開く時間の喜びや大切さ」などのメッセージを

直接伝えます。 

また、絵本を通して赤ちゃんと保護者の楽しい時

間づくりを進めます。 

教委・ 

情報館 

(64) 
生涯学習講演会・子

育て講話 

◆家庭教育への支援の充実◆ 

生涯学習講演会では、多様化、高度化した教育的・

文化的な町民の学習要求に対応した学習機会の場

の提供として、主に家庭教育に係る講演会を取り

入れていきます。 

教委・生

涯学習課 

 【実施施策】 【実施事業】 

(56) 移動図書館バスの運行（再掲） 

(64) 生涯学習講演会・子育て講話 

３ 家庭や地域の 

教育力の向上 

(63) ブックスタート事業 

(66) 食文化のまちづくり事業 

(16) 子育て情報の提供（再掲） 

(15) 子育て支援センター事業（再掲） 

(68) 水泳教室 

(69) 親子スケート教室 

(67) 読み聞かせボランティア 

(70) 幼年・少年消防クラブ活動 

(60) スポーツ少年団認定員養成講習会の 

ＰＲ・推奨（再掲） 

(65) ふれあい会食会 

(71) 少年団活動 
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No. 実施事業 事業内容 担当課 

(65) ふれあい会食会 

◆家庭教育への支援の充実◆ 

日中一人で過ごしている高齢者（夫婦世帯含む。）

を対象に実施しているふれあい会食会は、ボラン

ティアの協力を得ながら参加者が食事作りに参加

したり、レクリエーションや会食を通じて交流の

場を提供し、閉じこもりの防止や社会参加・生活

意欲の向上を目指して行います。 

若い世代や子どもの自由な参加を促し、地域のつ

ながりを呼び戻す展開を進めます。 

社会福祉

協議会 

(56) 
移動図書館バスの運

行（再掲） 

◆確かな学力の向上◆ 

情報館本館や分館から遠距離にある地域や、へき

地の小中学校、保育所、集会所などを主な駐車場

として、移動図書館バスを運行し、絵本や図書、

紙芝居等 2,000 点を積載し貸出等の図書館業務

を行います。 

教委・ 

情報館 

(15) 
子育て支援センター

事業（再掲） 

◆保護者からの相談に応じ、必要な情報提供・助言◆ 

家庭内で保育している親子を対象として、育児不

安等についての相談指導、子育てサークルの育成

を支援し、移動ルーム、移動サロン等を行います。

平成 22 年度からは、多機能共生型地域交流セン

ター「コアぽんと きらく」に移転し、障がいの

ある方や高齢者とのふれあいを図るなど、一層の

機能強化に努めます。 

福祉課 

(16) 
子育て情報の提供

（再掲） 

◆子育て情報の提供・相談体制の充実◆ 

子育てに係わる事業等をはじめ、町民が参加可能

な様々な事業情報を提供する「生涯学習カレンダ

ー」を配布するとともに、町のホームページでの

情報提供を進めます。 

教委・生

涯学習課 

(66) 
食文化のまちづくり

事業 

◆地域の教育力の向上◆ 

ホームクッキングリーダー養成講座を毎年開催す

ることで、料理面から家庭への支援、地域の子育

てと児童生徒の健全な育成に取り組む食文化のま

ちづくりを推進します。 

まちづく

り推進課 

(67) 
読み聞かせボランテ

ィア 

◆地域の教育力の向上◆ 

乳幼児から児童生徒までを対象とし、絵本に親し

むことの楽しさを伝え、絵本の普及を行うための

読み聞かせを行います。 

教委・ 

情報館 
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No. 実施事業 事業内容 担当課 

(68) 水泳教室 

◆地域の教育力の向上◆ 

幼児と小中学生を対象に、学年別の水泳教室や、

ジュニアスイミングクラブ（小中学生対象）を開

催し、水泳力を育て、水泳の楽しさと喜びの助長

を促します。 

教委・体

育振興課 

(69) 親子スケート教室 

◆地域の教育力の向上◆ 

幼児と親を対象に、スケートで立つ・歩く・転ぶ

などで、親子のふれあいを大切にし、冬のスポー

ツの楽しさと喜びの助長を促します。 

教委・体

育振興課 

(70) 
幼年・少年消防クラ

ブ活動 

◆地域の教育力の向上◆ 

幼年期の頃から正しい火災予防の知識と技術を身

に付け、将来、火災予防を習慣として実行する社

会人となってもらうために、火災予防に対する努

力と工夫を学び活動していきます。 

厚岸 

消防署 

(71) 少年団活動 

◆地域の教育力の向上◆ 

様々な文化やスポーツに親しむとともに、その活

動を通して児童の健全育成を図るため、少年団を

組織し、地域に根ざした活動を行います。 

各少年団 

(60) 

スポーツ少年団認定

員養成講習会のＰ

Ｒ・推奨 （再掲） 

◆健やかな体の育成◆ 

釧路管内スポーツ少年団連絡協議会主催の講習会

の案内を、関係団体（体育協会加盟団体、スポー

ツ少年団等）に周知するとともに、資格取得の勧

奨を行い、広い分野で認定員充実の支援に努めま

す。 

教委・体

育振興課 
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４ 有害環境対策の推進 

書店やメディアで性や暴力に関する有害情報による子どもへの悪影響が懸念されています。 

多感で影響を受けやすい時期に、性や暴力に関する過激な情報等の有害な環境を排除するた

め、地域と学校・家庭が連携して、関係業界に対する自主規制の働きかけを行います。 

また、インターネットや携帯電話が普及し、町内の小学生の中にも、少ないながら携帯電話

を所持している子どもがみられます。ネットいじめ等も社会問題となってきているため、情報

メディアの危険性とともに適正な利用方法についても、親子ともに学習する機会を提供し、子

どもを取り巻く環境を整えていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

No. 実施事業 事業内容 担当課 

(72) 環境浄化活動 

青少年育成センターでは、金物店、文具店、酒・

たばこ取扱店等の巡回及び有害ビデオ自動販売機

撤去等、青少年に悪影響を及ぼすと思われる環境

がなくなるよう関係業界に働きかけを行います。 

教委・生

涯学習課 

(73) 
携帯電話・インター

ネット教室 

小中学校の児童生徒及び保護者、教員等を対象と

した「携帯電話・インターネット教室」を関係機

関との連携により開催し、携帯電話やインターネ

ットを通して起きるメールや書き込み等による誹

謗中傷、ネット上でのいじめ及びネットトラブル

等の未然防止を図ります。併せて、携帯電話やパ

ソコン等の適切な使用方法やトラブルに巻き込ま

れたときの対応方法、ネット上での誹謗中傷の違

法性などについて学習する機会とします。 

教委・ 

管理課 

指導室 

 

 
【実施施策】 【実施事業】 

(73) 携帯電話・インターネット教室 

(72) 環境浄化活動 

４ 有害環境対策の推進 
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第４章 子育てを支援する生活環境の整備 

 

１ 良質な住宅の確保 

子どもを健やかに生み育てるためには、伸び伸びと活動できる生活空間が必要です。そのた

めには、子育てを担う若い世代に対し、安全でゆとりのある住環境と子育てに優しい快適な生

活環境の整備が望まれます。 

そのため、子育てを担う若い世代が求める、広くゆとりある住宅の確保ができるよう、住宅

情報の提供に努めます。 

 

 

 

 

 

No. 実施事業 事業内容 担当課 

(74) 町営住宅の公募 

町営住宅の募集は、厚岸町営住宅管理条例第９条

第４項に基づき、「20 歳未満の子を扶養している

寡婦（母子世帯）」は優先入居者として対応します。

また、部屋数の多い町営住宅への入居については、

世帯員の状況等を勘案し配慮します。 

建設課 

 

２ 良好な居住環境の確保 

室内空気環境の安全性を確保する観点からシックハウス対策を推進します。 

 

 

 

 

 

No. 実施事業 事業内容 担当課 

(75) 
シックハウスシックハウスシックハウスシックハウス5対策

の推進 

室内環境の悪化は、居住する者の健康に悪影響を

及ぼすものです。新築や増築を行う建物について

は、建築基準法に基づいて指導を行うとともに、

学校等では、室内空気環境の検査を継続していき

ます。 

教委・ 

管理課、

建設課 

                                                
5シックハウス：建材中の薬品によって、頭痛、目の痛み、はき気などが起こる。 

 

 

 

 

【実施施策】 【実施事業】 

１ 良質な住宅の確保 (74) 町営住宅の公募 

 

 

 

 

(75) シックハウス対策の推進 ２ 良好な居住環境の確保 

【実施事業】 【実施施策】 
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３ 安全な道路交通環境の整備 

子どもや子ども連れの親等が安全に、安心して歩くことができるような道路交通環境を確保

するため、生活道路の整備を図ります。 

 

 

 

 

 

 

No. 実施事業 事業内容 担当課 

(76) 生活道路の整備 

道路の性格や機能、現状を踏まえ、町道の改良舗

装や排水の整備など安全な道路交通環境の整備を

図ります。 

建設課 

 

４ 安心して外出できる環境の整備 

厚岸町の優れた特性である豊かな自然環境を保全し、子どもの育ちにやさしい地域環境と

日々の暮らしの中で、子どもたちやその子育て家庭が安心して出かけ、安全に過ごせる生活環

境づくりを進めます。 

妊産婦、乳幼児連れの親など、あらゆる人たちが安心して外出できるよう、道路、公園、公

共交通機関、公共的建築物等において段差の解消などのバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー6化を推進します。 

また、子育て世帯が安心して利用できるトイレ等の整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

No. 実施事業 事業内容 担当課 

(77) 

公共建築物のユニバユニバユニバユニバ

ーサルデザインーサルデザインーサルデザインーサルデザイン7の

推進 

公共建築物については、ユニバーサルデザインを

取り入れ、子育てに優しい施設整備を図ります。 
建設課 

                                                
6 バリアフリー：高齢者や身体障がい者が道路や公共施設などで不自由がないように、階段や段差などの障がいを除去し

たりすること。 
7ユニバーサルデザイン：障がいのある人、ない人の区別なく、すべての人にとって使いやすい形状や機能が配慮された

造形や設計のこと。 

 
【実施施策】 【実施事業】 

(76) 生活道路の整備 
３ 安全な道路交通環境の

整備 

 
【実施施策】 【実施事業】 

４ 安心して外出できる環

境の整備 

(77) 公共建築物の 

ユニバーサルデザインの推進 

(78) 公園の環境整備 
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No. 実施事業 事業内容 担当課 

(78) 公園の環境整備 

憩いやレクリエーションの場として、子どもや子

ども連れが利用しやすい公園や遊び場を地域の人

たちと共に創る「協働による公園づくり」を行い

ます。 

建設課 

 

５ 安全・安心まちづくりの推進 

子ども、子ども連れの親などを犯罪等から未然に防ぐため、道路、公園等の公共施設等につ

いて、犯罪等の防止に配慮した環境づくりに努めます。 

また、子育て中の家族が子どもと安心して移動するためには、安全で歩きやすく交通事故の

心配のない道路交通環境を確保していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 実施事業 事業内容 担当課 

(79) 
社会を明るくする運

動 

犯罪や非行の防止などの理解を深め、明るい社会

を築く街頭パレードを実施していきます。 

教委・生

涯学習課 

(76) 
生 活 道 路 の 整 備 

（再掲） 

道路の性格や機能、現状を踏まえ、町道の改良舗

装や排水の整備など安全な道路交通環境の整備を

図ります。 

建設課 

 

 

 
【実施施策】 

 

【実施事業】 

(79) 社会を明るくする運動 
５ 安全・安心まちづくりの

推進 

(76) 生活道路の整備（再掲） 
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第５章 職業生活と家庭生活の両立の支援 

 

１ 仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し 

女性が、子育てと仕事を両立させていくために必要なこととして、配偶者の家事・育児への

参加が挙げられています。 

アンケートからは、「育児分担は、男女が互いに協力し分担する方がよい」という意見が約

７割を占めているものの、職業以外における家事、育児、介護等は、ほとんどを女性が担って

いる状況がみられます。 

男女ともに子育てに参画できる環境づくりのためには、男女一人ひとりが、職場、家庭、地

域社会などで責任を果たしながら多様な活動に従事し、自らの能力を十分に発揮し、豊かさを

実感できる社会を実現するワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を推進します。 

 

 

 

 

 

 

No. 実施事業 事業内容 担当課 

(80) 男女共同参画の支援 
男女共同参画に向けた意識づくりに取り組みま

す。 
関係課  

 

２ 仕事と子育ての両立のための基盤整備 

仕事と子育ての両立を支援するため、多様な保育需要に応じた保育サービスの充実に努めま

す。 

また、関係機関や企業等との連携、協力のもとに結婚・出産後も仕事を続けることができる

よう取り組みを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
【実施施策】 

 

【実施事業】 

(81) ファミリーサポートセンター事業 
２ 仕事と子育ての 

両立のための基盤整備 
(82) 院内託児所の設置 

 
【実施施策】 

 

【実施事業】 

(80) 男女共同参画の支援 
１ 仕事と生活の調和の実現の 

ための働き方の見直し 
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No. 実施事業 事業内容 担当課 

(81) 
ファミリーサポート

センター事業 

仕事と家庭の両立に十分配慮し、一時保育等の利

用により多様で柔軟な働き方ができるよう、育児

の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者か

らなる相互援助活動で、社会福祉協議会の事業と

して実施しています。 

安心して子育てができるように、依頼会員と援助

会員がお互い助け合いながら活動するファミリー

サポートセンター事業の更なる利用拡大を推進し

ます。 

社会福祉

協議会 

(82) 院内託児所の設置 

入所対象児童の年齢を２歳までから３歳までに引

き上げ、受け入れ体制の充実を図り、看護職員の

就労の確保に努めます。 

町立厚岸

病院 
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第６章 子ども等の安全の確保 

 

１ 交通安全教育の推進 

いまだ、交通マナーや交通ルールの違反などが多くみられる状況において、自転車の安全な

利用などのさまざまな安全対策を望む意見があります。 

子ども等を交通事故から守るため、警察、学校、自治会など関係団体等と連携した協力体制

の強化を図るとともに、交通マナーの習得など交通安全教育の徹底やチャイルドシートの使用、

さらにはＳＳ（スピードダウン・シートベルト着用）運動の展開など総合的な交通事故防止対

策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 実施事業 事業内容 担当課 

(83) 交通安全教室 

厚岸警察署・教育委員会・各学校・厚岸町交通安

全推進委員会・関係機関との連携を高め、小学生

への交通安全教室により交通安全教育の実施継続

と自転車の安全利用の推進に努めます。 

町民課 

(84) 
チャイルドシートの

貸し出し事業 

チャイルドシートやベビーシートを里帰り者等に

無料貸し出しを行います。 

広報活動等により周知を図るとともに、より充実

した在庫の確保を図ります。 

町民課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【実施施策】 【実施事業】 

(83) 交通安全教室 

１ 交通安全教育の推進 

(84) チャイルドシートの貸し出し事業 
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２ 犯罪等の被害防止活動 

子どもが巻き込まれる事件や事故が多発していることもあり、アンケート調査からは、近所

や地域に対して「子どもが危険な目に遭いそうなときには手助けや保護をして欲しい」が上位

となっています。 

このため、子どもを交通事故や犯罪の被害から守り、子どもや子育て家庭を含め、地域のす

べての人々が安心して暮らすことができるまちづくりのためには、警察を始めとする関係機関

と一体となって地域ぐるみで協力し、町全体で防犯・安全体制を強化していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 実施事業 事業内容 担当課 

(85) 町防犯協会への支援 

「社会を明るくする運動」「全道一斉特別歳末パト

ロール並びに飲酒運転防止料飲店訪問」の実施、

「交通・防犯パークゴルフ大会」乗馬体験「おや

こでるるる」「厚岸地区地域安全柔剣道大会」「厚

岸スプリント選手権大会」への助成、交通安全家

庭新聞（防犯事項あり）の配付等の防犯活動を実

施します。 

町民課 

(86) 
防犯灯・街路灯の管

理 

防犯灯及び街路灯の維持管理については、修理等

には速やかに対応し夜間における町民の防犯と交

通安全に努めます。 

建設課 

(87) 子ども 110 番の家 

危険を感じた子どもがかけ込むことができる「子

ども 110 番の家」（コンビニエンスストアー、新

聞販売店、郵便局、理髪店）との連携を強めると

ともに、地域ぐるみで子どもを守る取組を促進し

ます。 

厚岸 

警察署 

(72) 環境浄化活動（再掲） 

青少年育成センターでは、金物店、文具店、酒・

たばこ取扱店等の巡回及びビデオ自動販売機撤去

等、青少年に悪影響を及ぼすと思われる有害な環

境がなくなるよう関係業界に働きかけを行いま

す。 

教委・生

涯学習課 

 【実施施策】 

 

【実施事業】 

(85) 町防犯協会への支援 

(87) 子ども 110 番の家 

(72) 環境浄化活動（再掲） 

(86) 防犯灯・街路灯の管理 
２ 犯罪等の被害防止活動 
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第７章 支援を必要とする児童への取り組みの推進 

 

１ 児童虐待防止対策の充実 

核家族化や近所付き合いの希薄化などにより子育て家庭の孤立化が進み、親の育児不安が増

大する中、子どもへの虐待が大きな問題となっています。 

児童虐待の対応は発生予防、早期発見、早期対応と被害を受けた子どもの適切な保護を行う

ことが重要です。また、様々な要因により発生するため、一つの機関だけで対応することは困

難な場合が多くあります。保護者や子どもに身近に接する地域でネットワーク組織を構築し、

普段から関係機関の緊密な情報交換やお互いの機能を理解し合うことが、虐待の早期発見・早

期対応に有効なものになると思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 実施事業 事業内容 担当課 

(88) 

要保護児童対策協議

会の運営 

【追加】 

関係機関及び民間団体と連携を密にすることによ

り、要保護児童（保護者のいない児童又は保護者

に監護させることが不適当であると認められる児

童）の早期発見及び迅速かつ適切な保護を行い、

虐待等の効果的な解決を図るため、厚岸町要保護

児童対策協議会と関係機関との連携が図られるよ

う、一層の機能強化に努めます。 

福祉課 

(89) 
要保護児童相談体制

の整備【追加】 

児童虐待など要保護児童の早期発見、適切な対応

を図るため、厚岸町の通報先を福祉課社会児童係

であることを周知し、相談体制の整備に努めます。 

福祉課 

 
【実施施策】 【実施事業】 

１ 児童虐待防止対策の充実  

(19) 民生委員・児童委員活動（再掲） 

(88) 要保護児童対策協議会の運営 

(89) 要保護児童相談体制の整備 

(90) 児童虐待予防ケアマネジメント 

システム事業 
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No. 実施事業 事業内容 担当課 

(90) 

児童虐待予防ケアマ

ネジメントシステム

事業 

４か月児の養育者に赤ちゃん相談会の中で、虐待

予防スクリーニング（子育てアンケートの聞き取

り・２次設問・支援支援支援支援カンファレンスカンファレンスカンファレンスカンファレンス8）を行い、子

育て支援の必要な家庭の早期支援に結び付けるた

めに事業を推進します。 

保健 

介護課 

(19) 
民生委員・児童委員

活動（再掲） 

地域における身近な相談者として、地域福祉の充

実を図るとともに、児童の健全育成や保護を必要

とする児童の把握、支援を行います。さらに、児

童福祉を専門に担当する主任児童委員と協力し、

住民と協働した福祉活動の展開や情報提供を行い

ます。 

福祉課 

 

２ 母子家庭等の自立支援の推進 

経済環境の悪化等もあり、ひとり親家庭の母親は、就業面で不利な状況に置かれており、平

均年収は一般世帯に比べ低い水準にあるなど、その生活は極めて厳しいものとなっています。 

一方、ひとり親家庭の父親は、家事などの日常生活への支援が必要とされています。 

そのため、ひとり親家庭に対しては、子育て支援に関する諸制度を活用しながら、就業支援

や日常生活支援、経済支援などの支援も行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 実施事業 事業内容 担当課 

(91) 
ひとり親家庭等に係

る医療費の助成 

「厚岸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療

費の助成に関する条例」に基づき母又は父及び子

を対象とした医療費の助成を行います。 

町民課 

                                                
8 カンファレンス：援助に携わる者が集まって行う事例検討会。 

 
【実施施策】 【実施事業】 

（91）ひとり親家庭等に係る医療費の助成 
２ 母子家庭等の自立支援

の推進 
（19）民生委員・児童委員活動（再掲） 
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No. 実施事業 事業内容 担当課 

(19) 
民生委員・児童委員

活動（再掲） 

地域における身近な相談者として、地域福祉の充

実を図るとともに、児童の健全育成や保護を必要

とする児童の把握、支援を行います。さらに、児

童福祉を専門に担当する主任児童委員と協力し、

住民と協働した福祉活動の展開や情報提供を行い

ます。 

福祉課 

 

３ 障がい児施策の充実 

障がいがある子どもに対する支援としては、身近な地域で、安心して生活できるようにする

ことが求められています。乳幼児期から学校卒業後まで、障がい児の自立や社会参加に向けて、

保健・医療・福祉・教育などの関係機関が連携し、支援体制の充実を目指します。 

また、障害者自立支援法の施行により、障がい者・障がい児に対する施策も大きく変わって

きていますが、今後も、各家庭の状況に応じて適切なサービスが受けられるよう、対応してい

く必要があります。 

さらに、特別支援学級に在籍する児童生徒及び普通学級に在籍する軽度の発達障がいである

学習障がい（ＬＤ）、注意欠陥多動性障がい（ＡＤＨＤ）、高機能自閉症、アスペルガー症候

群など、特別な教育的支援の必要な児童生徒への指導の充実を図る「特別支援教育」に積極的

に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【実施施策】 【実施事業】 

(94) 児童居宅介護支援事業 

(93) 運動発達健診事業 

(98) レスパイトサービス事業 

(95) 障がい児(者)に係る交通費の助成 

(97) 特別支援教育推進事業 

(96) 障がい児(者)に係る医療費の助成 

３ 障がい児施策の充実 

(92)子ども発達支援センター事業 



第２部 行動計画 

-   - 77 

No. 実施事業 事業内容 担当課 

(92) 
子ども発達支援セン

ター事業 

北海道社会福祉事業団の運営する子ども発達支援

センター（児童デイサービス事業）で、在宅の心

身に障がいのある児童に対し、早期療育や集団生

活への適応訓練を行います。 

障がい児の発達を支援するため、発達の遅れや障

がいの早期発見・療育に努めるとともに、保育所

と学校や専門指導機関などと連携し、総合的で継

続的な支援の充実に努めます。 

福祉課 

(93) 運動発達健診事業 

乳幼児健診などにより、運動発達の遅れが心配さ

れる児童を対象に専門医による精密検査を年３回

程度広域で行います。 

支援が必要な対象者が、早期に身近な管内地域で

専門医の診察が受けられ、その後の支援に結びつ

くよう繋げていきます。 

福祉課 

(94) 
児童居宅介護支援事

業 

障がい児本人及び家族等の介護状況を勘案し障が

い児の世帯にホームヘルパーを派遣し、身体・外

出時の移動支援による日常生活の支援を行いま

す。 

福祉課 

(95) 
障がい児(者)に係る

交通費の助成 

身体障害者手帳１級及び２級、療育手帳又は精神

障害者保健福祉手帳を持っている方にさくらハイ

ヤーでのみ使用できるタクシー運賃補助券を交付

し、重度の障がい者の、社会参加の支援をします。 

福祉課 

(96) 
障がい児(者)に係る

医療費の助成 

「厚岸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療

費の助成に関する条例」に基づき、障がいのある

子どもを対象とした医療費の助成を行います。 

（身体障害者手帳１級及び２級と、３級の一部、

並びに重度の知的障がい児(者)、重度の精神障がい

者） 

福祉課 

(97) 
特別支援教育推進事

業 

特別支援学級における学習指導において、配置教

員のほかに指導員を配置し、発達障がいのある児

童生徒への指導の充実に努めます。 

学校の状況を把握し、適切な指導員の配置に努め

ていきます。 

教委・ 

管理課 

指導室 

(98) 
レスパイトサービス

事業 

障がいのある子どもを介護する家族（主に母親）

への休養や休息をもたらすために、または兄弟の

学校行事や近隣の自治会活動などのように、家族

が社会生活をするうえで必要な時間を保障するた

めのボランティア活動によるレスパイトサービス

を促進します。 

ボランテ

ィアグル

ープ 
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第８章 計画の推進に向けて 

 

１ 住民・事業者・行政の協働による計画の推進 

この計画を推進していくために、現に子育てに関わっている町民や子育て家庭だけではなく、

厚岸町全体が、子どもや子育て家庭の視点に立った子育て支援や乳幼児期から思春期を見通し

た子育ての重要性を認識して、積極的に関わりをもつことが必要です。 

このため、この計画を「広報あっけし」やホームページ等により、町民の皆さんに公表し、

周知啓発を図っていきます。 

また、保育施設、学校等の子どもに関わる機関や職場（事業者）等の関係する諸機関の積極

的な取り組みが欠かせないことから、これら関係機関への働きかけも行います。 

さらに、町民の皆さんの意見把握に努め、町民の皆さんの参加と協力が得られる体制の整備

を図ります。 

 

２ 計画の推進体制 

本町のすべての子どもと子育て家庭への支援に関する施策及び事業を体系的に盛り込み、計

画的に実施するため「厚岸町次世代育成支援対策推進協議会」を開催し、この協議会において、

この計画の進捗状況等の点検・管理を行い、その後の対策の実施や計画の見直し等に反映させ

ていきます。 

また、各年度の実施状況や計画の変更・見直しに関することは、ホームページに掲載するな

どにより、町民にわかりやすく公表するものとします。 

 

３ 行政各部門との連携 

この計画の推進にあたっては、本町における他の関連計画との整合性を図っていくとともに、

福祉、保健、教育、労働、都市整備、住環境等の担当部門が連携をとって、全庁的な連携のも

とで計画を推進していきます。 

また、国、道、保健所、児童相談所等の関係機関との連携を更に強化しながら、施策の計画

的な推進を図っていきます。 

 

４ 関係機関・団体との連携 

子どもにとって、地域社会は日々充実した健全な生活を営んでいくうえでの重要な場である

ため、地域福祉や教育環境の向上を図る民生委員・児童委員等との連携・協力を進めていくと

ともに、地域の子育てボランティア、子ども会、ＰＴＡ等の地域組織の自主的な活動を促進す

るよう連携・教育を図り、地域住民が相互に支え合う地域づくりの推進を図ります。
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１ 厚岸町次世代育成支援対策推進協議会 

（１）厚岸町次世代育成支援対策推進協議会 設置要綱 

（設置） 

第１条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条第3項の規定に基づき、厚

岸町における行動計画を策定し、次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置につ

いて協議するため厚岸町次世代育成支援対策推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設

置する。 

（組織） 

第２条 推進協議会は、委員15人以内をもって組織する。 

2 委員は、次に掲げる者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。 

(1) 町行政関係者 

(2) 保健医療関係者 

(3) 福祉団体等関係者 

（座長及び副座長） 

第3条 推進協議会に座長1人、副座長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 座長は、推進協議会を代表し、会務を総括する。 

3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第4条 推進協議会の会議は、必要の都度座長が招集する。 

2 座長は、会議の議長となる。 

3 推進協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

（任期） 

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（庶務） 

第6条 推進委員会の庶務は、福祉課において行う。 

（その他） 

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、推進協議会に

おいて定める。  

附 則 

この訓令は、平成16年4月15日から施行する。 

附 則（平成16年6月24日訓令第16号） 

この訓令は、平成16年6月24日から施行する。 

附 則（平成17年4月1日訓令第33号） 

この訓令は、平成 17 年 4 月１日から施行する。 

 



資料編 

-  - 82 

（２）委員名簿 

敬称略 

行政機関・団体等 名          称 氏   名 摘  要 

保健医療関係 厚岸町医歯会 中村 俊雄   

福祉団体等関係 厚岸町社会福祉協議会 稲井 正義 座長 

  厚岸町自治会連合会 久保   博   

  厚岸町女性団体連絡協議会 柿﨑 多佳子 副座長 

  身体障害者福祉協会厚岸町分会 波佐谷 純孝   

  厚岸コミュニケーション障害の会 室﨑 正之   

  厚岸町商工会 廣田 明男   

  厚岸町民生委員児童委員協議会 葛西 松子   

  さくら幼稚園 小寺   龍   

  カトリック幼稚園 永井 麻美   

  友遊児童館母親クラブ 車塚 香保里   

  子夢希児童館母親クラブ 石嶋 亜子   

町行政関係 厚岸町 大沼   隆   

  厚岸町教育委員会 富澤   泰   

  厚岸町子育て支援センター 遠田 恵子   
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（３）策定の経緯 

 

年 月 日 概    要 

平成２１年６月１８日 住民アンケート発送 

平成２１年６月２９日 住民アンケート締切（７月３日に延長） 

平成 21 年７月 23 日 

第１回厚岸町次世代育成支援対策推進協議会 

・行動計画策定指針の改正について 

・行動計画策定スケジュールについて 

・厚岸町次世代育成支援に関するニーズ調査結果について 

・行動計画事業実施点検表について 

平成２１年１０月１日 
懇談会  （女性団体連絡協議会、ボランティア連絡協議会、  

友遊児童館母親クラブ） 

平成２１年１０月８日 懇談会 （子夢希児童館母親クラブ） 

平成２１年１２月２日 

厚岸町課長会議 

・ 現況と課題の総括 

・ 計画の骨子案 

・ 団体等懇談会結果概要 

平成 21 年 12 月９日 

第２回厚岸町次世代育成支援対策推進協議会 

・現況と課題の総括 

・計画の骨子案 

・団体等懇談会結果概要 

平成 22 年２月 23 日 
第３回厚岸町次世代育成支援対策推進協議会 

・素案について 

平成２２年３月  

５日～１８日 

厚岸町次世代育成支援行動計画［後期計画］素案の公表（ホ

ームページ掲載、関係各所設置等）意見募集 

平成２２年３月２６日 
第４回厚岸町次世代育成支援対策推進協議会 

・厚岸町次世代育成支援行動計画（後期計画）案について 

平成２２年３月３０日 厚岸町政策会議 
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２ 厚岸町次世代育成支援行動計画（後期計画）策定に係る各種団体懇談会 

 

日 時   平成 21 年 10 月１日（木） 18:00～19:45 

場 所   厚岸町保健福祉総合センターあみか 21 ２階視聴覚室 

団体名   厚岸町女性団体連絡協議会 

      厚岸町ボランティア連絡協議会 

      友遊児童館母親クラブ 

参加者   18 名 内訳  女性団体 4名 ボランティア連協 7 名  

友遊児童館 1 名  委員 6 名  

 

□保護者 

○埼玉県から転入してきたが、厚岸町は以前住んでいたところと比べると子育てしやすい町で

ある。支援センターも毎日開いているし、ボランティアの方も楽しい企画を催してくれてい

る。 

○但し、冬の外遊びが難しいことと、支援センターが午後使えないところ、幼稚園が終わって

からの遊び場がないことが不満。 

○今ある施設や空間を活用して、子どもが集まるような工夫をしてほしい。例えば夏には“水

遊び”の場があるとか、道の駅に木のオモチャを入れるとか。 

○母親が働いていると、今の保育所体制では、仕事とバッティングしてしまうケースもでてく

る。特に子どもが病気の時に預かっている人や機関がない。 

○障がいのある子どもが保育所に入れるのが 4歳からということを聞いた。障がいがあっても

優先的に預かってもらえる場や通常の子どものような受け入れ体制が必要と思う。 

□ボランティアグループ 

○前回の計画の時にもこのような場があったが、現計画がどのように進んでいるのか、その総

括はできているのか。 

＜課長＞ 

●前回の計画でいくつか積み残しはあるが、概ね順調に進めてきた。 

●また計画外の施策にも取り組んできた。 

 ・出産祝い金 

 ・ブックスタート（絵本の読み聞かせ） 

 ・産婦人科が厚岸には無いが、小児科は５年前は無かったが現在は町立病院にでき、町立

病院の利用も増えている。妊婦健診については、釧路まで行く必要があるので通院費助

成を実施している。 

 ・ファミリーサポートセンターも社協の協力で平成２１年４月から実施できた。 

 ・１歳児保育など、徐々に増強している段階にある。 
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●このように、少しずつ取りくんでおり一定の成果はみられていると思う。但し、最近中標

津の公園が注目されているが、どこにでもあのようなものができるわけではない、という

ことも理解してもらいたい。 

□連絡協議会 

○5年前の計画策定時に、両親が身近にいないので「シッター」が欲しいという声があった。 

 親との同居をしている人はサポート体制ができているが、最近は同居も少なくなり難しくな

っている。男性の育児参加を含め、「男女平等参画社会」の視点が必要。病後児保育が不足

しているのではないか。 

○保育士が臨時職員であり、能力があっても働けない人も多い。 

○自分が病気の時に子どもを預かってもらえる場がない。もっとファミリーサポートセンター

が活性化すると良い。 

□ボランティアグループ 

○郡部に住んでいるが、施設がなく子どもは道路で遊んでいる。保育所もあるにはあるが充分

には使えない。地区により差が大きい。 

□保護者 

○２歳の子どもがいるが、「子どもが集まれる場所」が必要。支援センターにサロンのような

機能があるといい。 

○平日に自由に遊べる場やサークルの情報提供やＰＲをもっとしてもらいたい。 

○公園はあっても、非常に寂しい。単なるトイレや広場の機能があるだけで、「集まる雰囲気

や環境」が整っていない。今ある施設に少し工夫を加えるところから始めたらいいのではな

いか。 

□幼稚園の先生 

○去年まで釧路にいたが、厚岸は確かに子どもがあそべる場が少ない。 

○先生の数も少なく、子どもに対して充分な対応ができにくいのも事実である。保育士も募集

をしても、なかなか集まらない。 

○町内にサークルはたくさんあるようだが、その中に入っていけないお母さんもかなりいるよ

うである。 

○幼稚園のお迎え後に集まれる場が少ないため、お迎え後も園の周辺に車を止めて園庭で遊ば

せたり、母親同士が話をしていて、近隣から苦情が来たことがある。 

□ボランティアグループ 

○ボランティアグループとしては支援したいが、個人情報の問題が壁になっている。 

□保護者 

○ファミリーサポートセンターはありがたいが、転勤族も案外と多く、近所のコミュニティに

入っていけなかったり、子育て情報を充分にキャッチしていない面もある。 

□幼稚園の先生 

○学校の合併により、廃校や空き教室があり、それを活用できないか。 
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＜課長＞ 

●空き教室の利用は、あまりされていない。 

□支援センター 

○現在、保育所の空き教室を利用させてもらっている。転勤族の家族の利用も多く、徐々にコ

ミュニティの中に入っている面もみられる。 

○まだ、ＰＲが不足していると感じている。 

○町のカレンダーに支援センターの行事を入れて広報したり、乳幼児健診の時にＰＲしたり、

転入された方にパンフレットを配布している。 

□保護者 

○子どもを産みたくても産めない状況というのは、経済的な面もかなり大きい。地域の支援も

必要だが、母親の就労問題も大きい。 

○産院がない。 

□ボランティアグループ 

○子育てする母親や家族の努力も必要である。自ら積極的に地域に入り込む姿勢を持つ必要も

ある。 

○レスパイト事業も８年目になる。色々なイベントや事業の機会を捉えてＰＲしているが、必

ずしも充分に伝わっていない。 

 

＜課長からの挨拶＞ 

●本日の意見にもでた病児保育などは、どこでも非常にニーズは高いが、案外と実施率は低い

という状況もある。また、全てのニーズに限られた財源の中では対応できない面がでてくる

ことも事実である。 

●貴重な意見をいただき、計画に是非反映したい。 

                                 以上 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



資料編 

-   - 87 

３ 厚岸町次世代育成支援行動計画（後期計画）策定に係る保護者懇談会 

 

 団体名   子夢希児童館母親クラブ  

 日 時   平成 21 年 10 月８日（木）午前 10 時 30 分～午後０時 

 場 所   子夢希児童館 

 参加者   ７名 

 

○子育て支援センターや病院、ファミリーサポートセンター事業など子育てしやすく心強い。 

○感染症ヒブワクチン（細菌性髄膜炎）の助成お願いできないか。１回８千円程度かかり、１

歳未満時に３回必要。道内の他自治体で助成しているところがあると聞いた。また、髄膜炎

に対する説明会、講演会の開催をお願いしたい。 

○双子の子どもがいる。育児が大変で相談などしたくても、電話もできなかった。相談に来て

ではなく、訪問して欲しかった。１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月は病院の健診、４ヶ月、７ヶ月は

赤ちゃん相談があるが、それらがない空白の月を訪問などの、フォローを受けられるように

してほしい。 

○双子が生まれる家庭に、自分の体験からアドバイスしたいが情報がない。 

○釧路には双子等多子がいる親同士のサークルがあるようだ。 

○急な用事ができた時など対応できる保育所での一時預かりがほしい。ファミリーサポートは

前日までの予約が必要。 

○釧路にはヘルプママ制度がある。 

○一般の患者から病気が感染しないよう、一般患者の受診時間とは別に健診の時間を設けてほ

しい。 

○任意の予防接種の料金が高い。（水疱瘡、おたふくなど）釧路の病院の倍近くかかる。 

○４月に湾月に転入してきたが、街がきたない。公園もきたない。ゴミが散らかっている。学

校の社会貢献事業などで清掃してはどうか。 

○遊具が壊れている公園がある。（湾月児童公園のｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ遊具） 

○ファミリーサポート、提供会員の家に預けるのではなく、提供会員が家に来てくれないか。 

○母親の健診、講演、行事の時託児がほしい。 

○母親の健診時など、１日保育所で預かってくれるサービスがほしい。 

○専門の保育士に見てもらえるので、保育所での一時預かりは大事だと思う。 

○きれいな公園、屋内で遊べる場所、幼児向け遊具がほしい。 

○旧奔渡保育所の園庭を利用できないか。 

＜課長＞ 

●旧奔渡保育所については、改修を予定しており、園庭は舗装し、駐車場になるが、一部遊

具も設置される。 
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○公園の管理者が分からない。定期的に目を配ってほしい。 

○湾月児童公園、ブランコ８人分あるが、２人分くらい幼児用にしてほしい。 

○奔渡の通り、歩道が狭く子どもと散歩しづらい。 

＜課長＞ 

●子野日公園について聞かせてほしい 

・最近新しい遊具が設置されたが、遊具が少ない 

・弁当を持って、散歩に行ったりする 

・芝の手入れがいいので裸足で遊べる 

・鹿の糞が気になる 

・お父さんと一緒に遊べる遊具があればいい 

○標茶町では、一時預かりを７日間で２千円でしてくれるとのこと。 

○保育所の障がい児も延長保育できないか。 

○子育て中の父親に対しても事業所でフォローして欲しい。職場の男性の理解が大事。育児休

暇等取得できる職場の雰囲気が大事。 

○産科・婦人科が無理でも助産師を置くことが出来ないか。 

＜課長＞ 

●出産のためには、それなりの設備も必要なので難しい。 

 

○町内に保育士資格があるが、働いていない方もいるようなので、保育ママの登録制度などあ

ればいい。 

○子どもが生まれ、股関節脱臼していて、保健師さんに大変お世話になった。 
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